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第１章 計画の策定にあたって 

 
１ 計画策定の趣旨 

 
本市を取り巻く時代の潮流は、人口減少と超高齢化の急速な進行、グローバル化、

地球規模での環境問題、高度情報化によるＡＩ・ロボット技術の普及、デジタルトラ

ンスフォーメーション（ＤＸ）等の進展等、大きく変化してきています。さらには、

新型コロナウイルス感染症の拡大というこれまで経験したことのない大きな試練に

直面したことで、人々の生活様式も変化し、価値観も多様化しています。 
 また、子どもたちの教育を取り巻く状況についても、児童生徒数の減少、学力や学

習意欲をめぐる問題、家庭や地域の教育力の低下、教員の長時間労働、いじめや不登

校の重大事態等の増加等、多くの課題があります。 
こうした将来の予測が困難な時代において、持続可能な社会の創り手を育成する

ために、子どもたちの主体性や創造力、課題解決能力を育んでいくことが必要です。 
また、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が幸

せや豊かさを感じられる「ウェルビーイング」を向上させていくために、学校や地域

でのつながり、協働性や多様性の理解、自己肯定感等を調和的・一体的に育むことが

求められます。 
 

 平成１８年１２月に全面改正された教育基本法では、「個人の尊厳を重んじ、真理

と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を

期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する」ことが

うたわれております。 
 また、同法では、教育の理念や目的を具体化するため、「教育の振興に関する施策

についての基本的な方針及び講ずべき施策等を盛り込んだ基本的な計画を国が定め

ること」、さらには、「地方公共団体は、国の計画を参酌し、その地域の実情に応じた

基本的な計画を定めるよう努めなければならない」とされています。 
こうした中、令和５年６月には、国の「第４期教育振興基本計画」が閣議決定され

ました。 
 
本市では、平成３１年２月に、国の「第３期教育振興基本計画」を参酌した「富山

市教育振興基本計画」を策定し、計画的に教育行政を推進してきたところですが、 

市の計画期間が、令和５年度末までであり、新たな国の計画が策定されたことから、

「第３期富山市教育振興基本計画」を策定することとしました。 
 この計画に基づき、本市の教育行政を推進することで、本市教育のさらなる質の

向上を目指し、子どもを安心して学校に預けられる子育てしやすい環境が整った市、

また生涯にわたって学び続けることができる環境が整った市として、選ばれる市を 

目指します。 
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２ 計画の位置付け 

 
 第３期富山市教育振興基本計画は、教育基本法第１７条第２項に基づき策定する、

本市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画です。 
計画の策定にあたっては、国の第４期教育振興基本計画を参酌し、「富山市総合 

計画」及び「富山市教育大綱」との整合性を図りながら、概ね１０年先を見通して、

本市が目指す教育の基本的な方向や基本施策を明確に示し、それらを確実に実現す

るために、今後５年間に必要な施策や取組みを体系的に整理しています。 
 

（１） 教育基本法第１７条第２項に規定する地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画 
（２） 富山市の教育分野に関する施策を総合的かつ体系的に構築する中長期的な

計画 
（３） 市政運営の長期的かつ総合的な基本指針である「富山市総合計画」の教育

に関する分野別計画 
（４） 富山市の教育の振興に関する総合的な施策の「基本方針」である「富山市 

教育大綱」と整合性・連動性を図る計画 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
３ 計画の期間 

 
 概ね１０年先を見通しながら、 
 令和６年度から令和１０年度までの５年間とします。  

【
国
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４ 計画の実効性の確保 

 

 この計画の推進にあたっては、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）
のＰＤＣＡサイクルによるマネジメントシステムにより計画の実効性を確保してい

きます。具体的には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条に基づき、

「教育委員会の事務の点検及び評価」を実施し、これを議会に提出するとともに、 

富山市ホームページに掲載します。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

第２章 本市教育を取り巻く現状と課題 

 
１ 本市を取り巻く現状と課題 

 

（１） 少子化の進行 
  本市の将来人口推計によると、本市の総人口は、平成２２年にピークを迎え、

その後は減少に転じ、その傾向は今後も続くものと見込まれています。 
  また、０歳から１４歳までの年少人口は、令和７年から令和１７年までの約

１０年間で約５，０００人減少し、小規模な小・中学校が増加する見込みです。 
  このような現状の中、本計画に基づき教育行政を推進し、本市教育のさらなる

質の向上を目指すことで、子どもを安心して学校に預けられる、子育てしやすい

環境を整えることが必要です。 
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２ 子どもを取り巻く現状と課題 

 
（１）子どもの学力 

本市の小・中学生の学力は、全国学力・学習状況調査における平均正答率の結果

から、近年、全国平均との差が縮小してきているものの、全国平均を上回っていま

す。その背景としては、保護者や地域住民等の熱意や協力、教職員の日頃からの 

努力などが挙げられます。 
一方、学習状況の面では、全国学力･学習状況調査の結果から、本市の子どもは、

学校以外で２時間以上学習をする児童生徒の割合が、全国平均に比べて低く、その

一方で、放課後に家庭でゲームやインターネットをして過ごす児童生徒の割合が、

全国平均に比べて高いという結果が出ています。 
これらのことから、子どもの学力を定着させる取組みを引き続き行っていくと

ともに、学習習慣の一層の定着を図ることが必要です。 
 
（２）子どもの心 

本市の子どもは、全国学力・学習状況調査の結果等から、地域行事への出席率が

高い、地域でのボランティア活動によく参加するなど、地域や社会に対する関心が

比較的高いといった特長が挙げられます。 
しかしながら、社会が多様化し、変化する中で、子どもを取り巻く環境も大きく

変化し、それに伴い子どもの心に関する様々な問題が生じています。 
本市の不登校児童生徒の出現率については、年々増加傾向にあり、引き続き問題

解決に向けて取り組むことが必要です。 
また、いじめの認知については、「いじめの定義」を限定的に解釈することなく、

正しく理解し、適切に認知することがより求められています。各学校では、これま

で以上に積極的な把握に努め、改めて教員への研修を徹底するなど、いじめを認知

した初期段階から組織的な対応をきめ細かく行うことが重要です。 

また、いじめまたはいじめが疑われる事案が発生した場合は、早期にいじめ対策

委員会を開催し、専門家等も参画させることで、より実効的な組織体制を構築し、

対応を徹底していく必要があります。 

引き続き、いじめの未然防止、早期発見、即時対応に努めることで、認知できな

い潜在化したいじめが発生しないよう、また、認知したいじめについては、なるべ

く早期に解決できるよう、地域・家庭と連携を図り、関係機関とも連絡を密にして、

問題解決に向けて取り組んでいくことが必要です。 
また、子どもの規範意識、社会性の希薄化や主体性の低下が指摘されており、自

然体験活動や社会体験活動を通してより豊かな人間性を育成し、道徳教育の充実

等により、人権尊重の精神や生命に対する畏敬の念を育むことなどが必要です。 
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（３）子どもの体 

社会が多様化し、変化する中で、子どもを取り巻く生活環境も大きく変化し、 

生活習慣が乱れ、子どもの健康状態や食生活の乱れが懸念されます。 
また、運動に進んで親しむ子どもとそうでない子どもの、運動習慣及び体力の 

二極化が進んでいます。 
そのため、子どもとその保護者への生活習慣病の正しい理解の浸透に取り組み、

日常生活において食事や運動不足の改善をいかに図るかが課題となっています。 
また、学校においては、体育の学習や体育的行事、運動部活動等において、運動

習慣の定着を進め、子どもの体力の向上を図ることが必要です。 
 
（４）家庭の教育力 

家庭教育は、全ての教育の出発点であり、「基本的な生活習慣」、「豊かな情操」、

「社会的なマナー」等を身につける上で、重要な役割を担っています。しかし、家

族構成の変化や家庭と地域とのつながりの希薄化といった社会の変化を背景に

「家庭の教育力」の二極化が問題となってきています。 
 
 

３ 教員を取り巻く現状と課題 

本市の教員の年齢構成は、５０歳代が多く、この年代の教員の大量退職に伴う量

及び質の確保が課題となっています。 
また、社会の変化が加速する中で、社会人として求められる能力と教育公務員と

しての新たな知識・技能の習得等、学び続ける姿勢の必要性が高まっています。中

核市への人事権移譲を見据えて、教員研修の充実などにより、本市の 学校現場が

教員にとってやりがいのある職場となるよう努める必要があります。 
 
 
４ 生涯学習を取り巻く現状と課題 

市民にとって最も身近な学習拠点である公民館をはじめとして、市民の生涯を

通した学びの活動である生涯学習活動は、全国的に見ても非常に活発であり、より

重要となっています。 
今後は、地域コミュニティの基盤を支える社会教育の推進や生涯学び活躍でき

る環境整備のために、公民館の利用の促進を図るなど、さらなる生涯学習活動の充

実が必要となっています。 
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第３章 計画の目標 

 

１ 基本理念（教育目標） 

本市では、次のことを教育目標として掲げています。 
 
 
 
 
 
 
 

 

２ 計画の体系 

教育目標の実現のため、本市教育の目指すべき方向を、次の「４のビジ

ョン（基本的な方向）、１６のアクション（基本施策）」として体系化しま

す。 

基本的な方向 基本施策 

１ 未来を切り拓く

子どもの育成 

１ 主体性のある子どもの育成 

２ 確かな学力の定着 

３ 豊かな心の育成 

４ 健やかな体の育成 

５ 現代的・社会的課題に対応した学習等の充実 

２ 多様な学びの場

の提供及び質の高

い学校教育環境の

整備 

１ 
多様な教育ニーズ及び支援を必要とする子どもへ

の対応 
２ 教員の資質能力向上と学校の働き方改革の推進 

３ ICT を活用した教育環境の整備 

４ 家庭の経済状況や地理的条件への対応 

５ 学びの質を保障するための学校再編の推進 

６ 安心・安全な学校教育環境の整備 

３ 保護者や地域と

の連携・協働によ

る教育力の向上 

１ 
学校（園）・家庭・地域との連携・協働と開かれた

学校づくり 
２ 家庭における教育力の向上 

４ 市民による生涯

を通じた教育の充

実と文化遺産等の

保全・活用 

１ 高等教育及び生涯学習活動の充実 

２ 生涯学習活動拠点の充実 

３ 文化遺産等の保全・活用 

 

自立と公共の精神を重んじて教育の高揚を図り、新たな時代を拓く心豊

かな市民を育む 
１ 志をかかげ、知性をみがき、実践力を高める 
２ 我が国と郷土を愛し、自然に学び、芸術・文化に親しむ豊かな情操を

養う 
３ 健やかでたくましい心と体を備える 
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第４章 計画における施策 
 
この章では、４つの基本的な方向ごとに目標（目指すべき成果）を設定し、基本

施策ごとに「現状と課題」、「取組みの基本的方向と主な取組み」、「参考指標   

（数値目標）」を記載しています。さらに、年次計画を示した方がわかりやすい取組

みについては、「取組みの基本的方向と主な取組み」でそれを記載しています。 
 
１ 基本的な方向１ 未来を切り拓く子どもの育成 
 
【基本的な方向の目標】（目指すべき成果） 
 
 
 
 
 
 
（１）主体性のある子どもの育成 

 
【現状と課題】 
 
主体的な学びと非認知能力の育成 

文部科学省は、2020 年代を通じて目指す学校教育を「令和の日本型学校教育」と

し、その姿を「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学

び」としています。本市においても新学習指導要領を着実に実施し、一人一人の子

どもを主語にする学校教育の実現を目指す重要な転換期を迎えています。 
学校での指導においては、小学校教科担任制や学校再編による小中一貫校、義務

教育学校の導入等、義務教育９年間を見通した教育を実践することや、非認知能力

の育成、ICT 環境の整備により、「新しい教育のかたち」に適した指導を工夫して

いくことの重要性がより一層求められています。そのため、本市全ての教員が小・

中学校のいずれに配置されても、円滑に教育活動を行うことができるよう、教員一

人一人の指導力の向上を図ることが求められています。 
また、イエナプラン教育（※）の理念である「主体性」や「協調性」の獲得は、

本市が目指している子どもたちに必要な資質・能力の育成に効果的であると考えら

れることから、イエナプラン教育について学び、各学校の実情に合わせて取り入れ

ながら、主体性のある子どもの育成に向けて、全市的に取り組んでいくことが求め

られています。 
 

※イエナプラン教育 … 一人一人の子どもをその子らしく最大限の可能性を引き出して育てる

ことを目指したビジョン。対話や実体験からの学びを重要としており、

子どもに適した教育環境や学級編制の枠組みを示している。 

 

子どもたちが自ら課題を見つけ、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律

しつつ他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるた

めの健康や体力などを育み、社会で活きる実践力を高める教育が行われているこ

と 
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○全国学力・学習状況調査（令和５年度）から 

・学級の友達の間で話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、 

広げたりすることができていると思いますか。（児童生徒への質問） 

 

・授業では、課題の解決に向けて、自分で考え、自分から取り組んでいましたか。 

   

 
 

キャリア教育と進路選択 
未来を切り拓く主体性のある子どもの育成を目指し、各学校においてキャリア

教育に取り組んでいるところですが、将来の夢が漠然としている生徒も多いのが

現状です。特に中学生は、行動が広がり活動が活発になるとともに、自分の内面

に目を向ける時期です。規範意識や社会性を高め、将来の自分の生き方を考える

など、成長期の課題を乗り越えるたくましい力や自己の個性を理解し、主体的に

進路を選択する能力・態度を身につける必要があります。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国(公立)中学校

富山市立中学校

全国(公立)小学校

富山市立小学校

34.3

30.8

38.6

41.1

45.4

42.4

43.2

40.9

14.1

18.6

13.8

14.1

4.2

6.0

3.4

3.1

1.5

2.0

0.9

0.5

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない 行っていない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国(公立)中学校

富山市立中学校

全国(公立)小学校

富山市立小学校

30.4

32.1

30.5

30.8

48.8

46.4

48.3

48.1

17.0

16.9

17.7

17.7

3.6

4.4

3.4

3.3

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

資料：全国学力・学習状況調査（文部科学省） 
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【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇知識・技能の習得と非認知能力の育成、問題解決的な学習（PBL）の充実 
「富山市学校教育指導方針」の重点事項である「主体性のある子どもの育成」に

向けた取り組みを推進するため、小・中学校の教職員が「主体的な学び」について

理解を深める自主研修を設定します。各自が個人研修課題をもち、各学校において

先導的なリーダーとして、「主体的な学び」に向けた実践を進められるよう研修の

充実を図ります。 
・「イエナプラン的教育」「問題解決的な学習（PBL）」「端末の活用」等、主体的な

学びを支えるこれらの内容を踏まえて個人研修課題を設定し、授業構想や授業公

開をするなど、より具体的な研修の場を提供します。 
・推進校、推進モデル校等の授業公開を通して、教員が互いに学び合う研修を実施

します。                    
（主体的な学び研修会事業） 

 
〇イエナプラン的教育の推進 

令和４年度～「学ぶ」、令和６年度～「取り入れ、試す」、令和８年度～「実践

の充実（全市的な展開）」という５か年での構想のもと、富山市版「イエナプラン

的教育」（学校・保護者向け）を作成し、各校の実践が増えたり、深まったりして

いく全市的な展開に向けて推進を図ります。 
・各学校の研修計画、研修内容にイエナプラン教育のエッセンスを取り入れ、授

業実践を重ねて検証します。  
・富山市版「イエナプラン的教育」を富山市学校教育指導方針に掲載し、各学校

へ周知を図ります。      
・推進モデル校での継続的な研修（授業公開）を進めます。 
・各学校の実践事例が共有できる場（データ共有システム）を構築していきます。 
＜年次計画＞ 
イエナプラン

的教育の推進 
R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

     

（イエナプラン的教育推進事業費） 
 
〇GIGA スクール構想の推進 

ICT を活用し「全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと、協働的

な学び」の実現を目指した教育活動を推進します。 
・個別最適な学びと、協働的な学びの視点での授業改善を行います。 
・ICT 活用に関する研修を充実します。 
・ICT の効果的な活用事例をデータベース化します。 

（ICT を活用した個別最適・協働的な学び） 

イエナプラン的教育に

ついて「取り入れ、試す」 
 

イエナプラン的教育について 
「実践の充実（全市的な展開）」 
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〇キャリア教育の推進 
各年代に応じたキャリア教育（※１）を実施し、基礎的・汎用的能力を育て、よ

りよい生活や進路、生き方等を目指して自分の課題を見い出し、課題の克服に向け

て努力しようとする態度を身につけることができるようにします。 
「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』」事業（※２）を家庭や地域との連携を図りながら

進め、生徒の規範意識や社会性を高め、将来の自分の生き方を考えるなど、成長期

の課題を乗り越えるための力を身に付けることができる体験学習の機会とします。 

※１ キャリア教育 … 望ましい勤労観、職業観を育てるとともに、自己の個性を理解し、 

主体的に進路を選択する能力や態度を育てる教育 

※２ 「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』」事業 …  中学校２年生が５日間社会に出て、市内事業所

の協力を得て実際に職場体験を行ったり、ボラ

ンティア活動を体験したりする事業 

（地域ぐるみこころの教育推進事業（１４歳の挑戦）） 
 
子どもたちが自ら課題を見つけ、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律

しつつ他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性を育むよう努めます。 
子どもたちが社会で活きる実践力を高める教育が行われるよう、キャリア教育の

充実を図ります。 
・先輩に学ぶ講演会を中学生に対する進路指導の一環として位置づけ、生きること

の意義を考えさせるとともに、将来に向かってたくましく生きるための夢と希望

をもたせ、主体性のある子どもの育成を図ります。 
（先輩に学ぶ講演会実施事業） 

 
〇学校選択制の実施 
自分の進路を自らが決めることにより、中学校生活への自主的・自律的な心構え

が育つよう努めます。 
富山市立小学校６年生が、通学区域内の中学校を含め、市立全中学校の中から入

学したい学校を選択できるよう、学校選択制を実施します。 
また、学校を選択する際の参考となるように、中学校紹介冊子を作成し、小学校

６年生に配付するとともに、富山市統一学校公開日を設定し、授業、部活動、学校

行事等を参観できる機会を提供します。          
（学校選択施行事業） 
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【参考指標（数値目標）】 
 
キャリア教

育の推進 
【新規】 

指標の名称 「社会に学ぶ『１４歳の挑戦』事業アンケート」調査 
指標の説明 社会に学ぶ「１４歳の挑戦」アンケート「自分の生き方を考え

る機会になりましたか」の質問に対して、「とてもよい機会にな

った」「まあまあよい機会になった」を合わせた数値 

目標設定の 
考え方 

令和 15 年度末までに 95％以上を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 

１０年後(R15 年度)

の姿 

数値 91.5％ 95％以上 95％以上 

 
キャリア教

育の推進 
【新規】 

指標の名称 全国学力・学習状況調査の生徒質問事項の数値 
指標の説明 全国学力・学習状況調査の生徒質問事項「将来の夢や目標をも

っていますか」で「当てはまる、どちらかといえば当てはまる」

の数値 

目標設定の 
考え方 

全国学力・学習状況調査の生徒質問事項の数値の推移に基づき、

目標を設定する。 
※参考数値…68.2％（H30 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R5） 
５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 62.4％ 69.0％ 75.0％ 

 
学校選択制

の実施 
指標の名称 「今の中学校に入学してよかった」と思う生徒の割合 
指標の説明 学校選択制に関するアンケート（3 年に 1 度実施） 

「今の中学校に入学してよかったと思いますか」の質問に対し

て、「よかった」「だいたいよかった」と答える生徒の割合 

目標設定の 
考え方 

全ての生徒が、自分で選択し、入学した中学校での生活に満足す

ることを目指す。 
目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R5） 
５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 96.3％ 
100.0％ 

（3 年に 1 度のため

R8 年度実施予定） 

100.0％ 
（3 年に 1 度のため

R14 年度実施予定） 
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（２）確かな学力の定着 

 
【現状と課題】 
 
小・中学校における確かな学力の定着 

令和５年度の全国学力・学習状況調査において、本市の教科区分別の平均正答率

は、小・中学校共に、国語、算数・数学、英語（中学校のみ）全てにおいて全国を

上回りました。このことは、各学校において、日頃から指導内容や方法に工夫を重

ね、熱心に学習指導に取り組んできた結果と考えられます。一方、複数の資料から

事柄や情報を読み取り、それらを関連づけて考え、自分の意見として表現すること

に課題があります。今後も、子どもたちのさらなる学力向上を目指し、指導の改善

に取り組むことが必要です。 

理科教育については、令和５年度富山市中１理科学力調査において、抽出平均点  
は、昨年度より上回っています。特に正答率の高い問題として、観察や実験を通し

て、実感を伴いながら理解した自然の事象や現象の内容を問う問題が挙げられ、基

礎的・基本的な知識・技能を習得していると捉えられます。一方、実験や観察の結

果から性質や規則性について説明するなど、理科の見方・考え方を働かせながら自

分の考えを表すことに課題があります。 
現行学習指導要領の実施に伴い、小学校では令和２年度から小学３・４年生で年  

間３５時間の外国語活動、小学校５・６年生では年間７０時間の外国語科が実施さ

れています。また、中学校では、引き続き年間１４０時間となっています。 
小・中学校においては、外国語活動指導助手（ALT）を配置するなど、外国語教

育の充実を図っているところですが、引き続き、子どもたちがネイティブな発音に

触れる機会を増やしていくことが大切です。また、教員が実践的な指導力を身につ

けることができるよう、指導力を向上していくことが求められています。 
 

 
○全国学力・学習状況調査結果の平均正答率 

  

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

 

 

 

 小学校６年 中学校３年 

国 語 算 数 国 語 数 学 

令和元年度 富山市 70 70 76 65 

富山県 68 69 76 65 

全 国 64 67 73 60 

令和５年度 富山市 69 65 71 54 

富山県 69 65 71 54 

全 国 67 63 70 51 

-12-



○全国学力・学習状況調査（令和５年度）から 

・学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、１日あたりどれくらいの時間、 

勉強をしますか。（児童生徒への質問） 

 

・英語の勉強は好きですか。（児童生徒への質問） 

 

資料：全国学力・学習状況調査（文部科学省） 
 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国(公立)中学校

富山市立中学校

全国(公立)小学校

富山市立小学校

10.3

7.0

11.8

7.3

23.4

18.0

13.8

13.3

32.1

35.9

31.5

35.1

18.0

22.5

26.9

31.7

9.9

11.3

11.4

10.0

6.0

5.3

4.6

2.6

３時間以上 ２時間以上、３時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

３０分以上、１時間より少ない ３０分より少ない 全くしない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国(公立)中学校

富山市立中学校

全国(公立)小学校

富山市立小学校

25.2

23.7

38.6

39.0

26.7

25.1

30.7

32.3

25.5

26.5

18.2

18.2

22.4

24.5

12.5

10.5

当てはまる どちらかといえば、当てはまる どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない
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小・中学校の連携 
小・中学校では、これまでも、小学校卒業から中学校入学への移行期において、

子どもがギャップを感じることなく、安心して中学校生活を送ることができるよう、

小中連携を図り、学習指導、生徒指導等において教職員間の情報交換を行うととも

に、児童生徒の交流活動を進めています。 
本市では、学習指導の点で、小・中学校での９年間の学びを一体のものと捉え、

発達段階を踏まえた一貫性のある継続的な指導が大切であると考えており、小中連

携等による学力向上に取り組んでいます。そうした取り組みを通して、小・中学校

が共通の目標を立て、系統性を明確にした学習を行うことは、子どもの学力向上に

結びつくことが明らかになってきています。 
今後も、子どもたちのさらなる学力向上を目指し、課題を明らかにして、指導の

改善に取り組んでいくことが大切です。 
 
幼児教育の充実 
幼児教育においては、教育活動に基づく活動を考慮し、幼児期にふさわしい無理

のない活動になるように、指導計画の作成及び教育活動の充実を目指して、幼稚園

教諭等の研修を重ねていく必要があります。 
 

私学の振興 
私立学校においては、多様化する市民のニーズに応じた特色ある教育研究の推進

が求められており、建学の精神に基づく個性豊かな活動が展開されています。また、

近年における少子化等の影響もあり、私立学校をめぐる経営環境は厳しい状況にあ

ると考えられます。 
 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇学力向上の推進 
本市独自の学力調査を継続して実施し、全国学力・学習状況調査結果と併せて分

析を行い、成果と課題を検証して小・中学校に普及を図ります。 
子どもの確かな学力の定着と向上に向けて、小･中学校９年間の学びを見通して

目標や方策を立て、確かな学力の育成を図るための実践・研究に取り組みます。  
・富山市学力調査を継続的に実施し、教育指導の充実、改善に活用します。 
・中学校１年生学力調査では、「結果の概要」を小中学校へ配付し、市全体の結果を

公表し今後の改善策を示します。 
・中学校３年生学力調査では、「結果の概要」を中学校へ配付し、進路指導や学習指

導の改善、学力向上策に役立てます。 
・学力調査作問に関して、合計得点の平均点が約６割を目指して作問するよう、配

慮します。                        
（学力調査実施事業） 
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〇理科教育の推進 
 小学校で、子どもの理科における「科学的思考・表現」の向上を図るため、理科

の時間における観察・実験活動の充実、指導に必要な環境整備等を進めます。 
小学校の希望に応じて、３～６年の理科の授業に観察実験アシスタントを配置し

ます。                        （理科教育推進事業） 
 
〇外国語教育の充実 
子どもたちの外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るとともに、外国

語教育の充実及び国際理解教育の推進に努めます。 
・ＡＬＴを、市内全ての小・中学校に配置します。 
・小学校外国語活動・外国語科研修会を通して、小学校教員の指導力の向上を目指

します。 
 （外国語指導助手配置事業／小学校外国語活動充実事業） 

 

〇小・中学校の連携 
 各種調査結果やこれまでの小中連携を中心とした学力向上実践拠点校の取組み

を参考に、小・中学校９年間の学びを通した目標を立て、共有し、方策を立て取り

組みます。また、学校の実態に応じた連携のための組織づくり、連携内容を研究し、

確かな学力の育成を図るための実践を行うとともに、その研究の成果について小・

中学校に普及を図ります。 
実践研究拠点校を中学校区で指定し、拠点校が効果的な小・中連携の取組を実施

できるよう必要な指導・助言を行います。また、拠点校の実践事例や研究成果の普

及に努め、教員の指導力の向上を図ります。  
（指導力向上推進事業） 

 
〇幼児教育の充実 
 家庭や地域での幼児の生活を考慮し、子どもの発達の状況に応じた計画となるよ

うに、教育課程に係る教育時間終了後等に希望する者を対象に個々の幼児の健やか

な成長を支えるような活動の計画を作成します。また、地域の様々な資源を活用し

つつ、様々な体験ができるようにします。 
幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し、必要な

経験を得られるようにするために具体的な指導計画を作成します。 
・幼児の実態及び幼児を取り巻く状況の変化などに即して指導過程についての反省

や評価を適切に行い、常に指導計画の改善を図ります。 
・幼児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な経験をし、心身の調和のと

れた発達を促します。 
・幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつものであ

ることを留意し、家庭との連携を十分に図り、幼稚園における生活が家庭や地域

との連続性を保ちつつ展開されるようにします。 
・親子サークルの実施と充実を図ります。      

 （幼稚園子育て支援事業） 
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〇私学の振興 
学校教育の振興を図るため、私立学校の運営等を支援します。 

・教育の振興に寄与すると認められる事業で、経常的経費や教材・教具に要する経

費に対し、補助を行います。            
 （私立学校振興補助事業） 

 
【参考指標（数値目標）】 

理 科 教育

の推進 
【新規】 

指標の名称 補助員配置による指導の充実度 
指標の説明 配置された学校の担当教員に対して、「充実度アンケート」を実施

し、観察実験アシスタント配置による指導の充実度を図る。 

目標設定の 
考え方 

令和 10 年度末までに 82％、令和 15 年度までに 86％となること

を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 77.7％ 82％ 86％ 

 
外 国 語教

育の充実 
指標の名称 ALT の人数／ALT が担当する１クラスあたりの授業時数 
指標の説明 ＡＬＴの配置数 

目標設定の 
考え方 

１学級あたり、小学校では外国語活動・外国語科の年間時数の半

分程度、中学校では１週間に４時間ある英語のうち１時間を ALT
とのティーム・ティーチングが行えるように配置する。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 
33 人 

28.8 時間 
30 人 

30 時間 
30 人 

30 時間 
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（３）豊かな心の育成 

【現状と課題】 

いじめ防止と人権を尊重する心の育成 

いじめ防止対策推進法が施行されて以降、いじめの積極的な認知が進み、いじめ

の認知件数は増加の傾向にあります。また、社会が多様化し変化する中で、子ども

を取り巻く環境も大きく変化しています。 
いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりうる問題であり、不登校につい

ては、悩みや不安等の心の問題に加え、家庭環境が要因となるなど問題解決が難し

くなっています。児童虐待や暴力事件、スマートフォンでのトラブル等、問題も多

様化、複雑化しています。 
いじめ問題については、悩みや不安等の心理的ストレスに加え、家庭環境が要因

になるなど複雑化するとともに、問題解決に当たっての困難度が増しており、一人

一人がお互いを多様な存在として認め、いじめをしない態度や能力を身につけるよ

うな働きかけが求められています。 

○いじめ・不登校等の現状 

 

 

 
資料：児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査（文部科学省） 
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スマートフォンの所持の割合は、年々増加しています。さらに、一人１台端末の

配備が完了し、活用状況を調査したところ、小学校高学年の活用頻度が最も高いこ

とがわかりました。そのため、情報社会について正しく理解し、情報環境との適切

な向き合い方を身につけることが求められています。 
子どもの発達段階や実態に応じて、人権の意義や重要性について理解させ、様々

な状況下で適切な態度や行動に表れるような指導を継続していくことが必要です。

また、人権や福祉に関する正しい理解を深めるとともに、自他敬愛の態度の育成を

図ることが大切です。また、学校においては、自分たちのまわりや自分の住む地域

にも福祉に関する課題があることに気づき、地域に住む一員として、その課題解決

に取り組もうとする気持ちを育てることが必要です。 
 
自然と触れ合う体験活動の充実 

子どもが今まで以上に主体性をもって生活することが必要となっている中で、学

校においては、自然体験活動、社会体験活動などを通して実感を伴った学習を進め

ることで、より豊かな人間性を養うことが必要です。新型コロナウイルス感染症拡

大の影響もあり、令和３年度までは立山登山や宿泊学習の中止が相次ぎましたが、

令和４年度より、自然体験活動を再開している学校が増えています。 
 

学校での読書活動の推進 

学校図書館については、児童生徒の読書離れが指摘される中で、知的活動を増進

し、健全な教養の育成を図るため、学校の読書活動を推進する環境づくりが求めら

れています。 
図書現有率については、平成１８年度から平成２７年度までの１０か年計画にお

いて重点的に図書の整備を行った結果、学校全体では、文部科学省が定める「学校

図書館図書標準」による蔵書数に達しました。蔵書数についても、令和４年度末に

すべての小学校・中学校において１００%を達成しており、その環境を維持してい

くため、今後も計画的に図書の整備・充実を進めていく必要があります。 
学校司書については、校舎内外に市立図書館の地域館、分館が併設され、市立図

書館司書が学校図書館司書を兼ねている小・中学校及び分校を除いた学校全てに配

置しています。今後も計画的に学校司書を配置し、学校司書の専門性を向上するた

めの研修を行い、学校図書館の整備・充実を進めていく必要があります。 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 

〇人権教育の推進 
日頃から教師自身が人権感覚の高揚に努め、子どもたちの身近な問題から人権に

ついて考えたり、体験的な学習を積極的に取り入れたりして課題解決に取り組める

ようにします。 
・人権教育や人権教育推進研修会、人権教育の指導事例集の発刊等を通して、児童

生徒、教職員の人権意識が高めるとともに一人一人がかけがえのない存在である

ことを自覚し、互いに人間として尊重し合う心と態度を育てます。 
（人権尊重教育事業） 
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子どもたちが人権意識を高め、共生的な社会の一員としての市民性を育むよう 
努めます。子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、学校と家庭、地域、

関係機関との連携を図りながら、いじめの未然防止と解消に努めます。 
・いじめを生まない学校づくりを目指して、道徳科や学級活動等の充実を図るため

の教員研修や、「いじめ発見」チェックリストの活用、学校組織としていじめの未

然防止、早期発見、早期対応に努める実効的な組織体制づくりを進めます。 
・各学校においては、いじめの定義を踏まえたいじめの的確な認知の在り方や、認

知した初期段階から組織的な対応をきめ細かく行うことに関する研修を改めて

行うなど、教員への研修を徹底します。 

・学校に対しては、定例校園長会、研修会等の機会を通して、いじめの有無に関わ

らず、トラブル等を察知した時点で、市教育委員会への報告を徹底するよう指導

します。 

・各学校が認知したいじめのうち、未解消のものについては、市教育委員会から、

定期的に状況を確認し、必要に応じて、外部人材の紹介等の助言を行います。 

・各学校が行う調査結果の途中経過や対応の進捗について、本人及び保護者に適宜

報告するよう、市教育委員会から各学校に指導助言を行います。 

（いじめ防止対策） 

〇道徳教育の推進 
子どもの発達段階や実態に応じて、人権尊重の精神や生命に対する畏敬の念、生

きる喜びや夢を与え、人として生きることを深く考えることができるような道徳教

育の充実を図ります。子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、学校と家

庭、地域、関係機関との連携を図りながら、問題行動の解消と未然防止に努めます。 
・子どもの発達段階や実態に応じて、特別の教科「道徳」を要とし、教育活動全体

を通じて道徳的諸価値に基づいて考えることを大切にした指導を心がけること

で、「道徳的判断力・心情・実践意欲と態度」を育てます。また、児童生徒が命の

連続性の中に自らの生命が位置づいていることに気づくとともに、命が限りある

ものであることについて理解を深め、かけがえのない命を尊重する心を育みます。 
・家庭や地域社会と相互理解を深め、連携・協力して指導の充実に努めます。 
・子どもに豊かな感性や情操を育んでいけるような体験的な活動、地域の人材や多

様な価値観にふれる交流活動を推進します。 
・教師の資質向上、道徳科の時間の質を高める授業改善、指導力の向上につながる

研修を進めます。            （特別の教科「道徳」の着実な実施） 
 
〇情報モラル教育の推進 
情報社会で適正な活動を行うための基礎となる考え方と態度を育成します。 

・市内の小学５年生全児童を対象とした「情報モラル小５講座」を行います。 
・講座後のアンケート結果を学校と共有することで個別の指導に生かします。 
・４年次教員研修「情報モラル教育に関する研修会」を行うなど、ネットトラブル

等への対応について的確な研修を実施し、教員の指導力を向上します。 
・生成ＡＩについては、情報を収集し、国の方針に従って適切に対応します。        

（情報モラル教育の推進） 
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〇福祉教育の推進 
   子どもたちが自らを見つめ、生きがいや思いやりの心をもち、共に支え合ってよ

りよく生きようとする意欲や態度を育てます。 
・各学校で、教科等の関連を図り、福祉に関わる学習内容や活動を指導計画に位置

づけます。 
・福祉施設訪問、交流活動、募金活動等、幅広く多様な体験活動を工夫します。 
・学校と家庭、地域、関係機関との連携を図ります。 

（福祉に関わる学習や活動の実施） 
 

〇体験活動の充実 
豊かな自然環境の中で、野外活動や各種の体験活動のほか、学校や家庭では味わ

うことのできない集団生活の体験の機会を通じて、信頼や友情、奉仕の精神等、心

身の調和のとれた健全な育成を図るための活動を行います。 
・小・中学生が郷土の多様な自然のよさを学ぶ自然体験活動を行う機会の充実のた

め、富山市野外教育活動センターを利用する際の、輸送バス借上料を助成します。 
（立山登山奨励事業／宿泊学習等を通じた自然体験活動の実施） 

〇読書活動の充実 
学校の読書活動を推進するため、学校図書の計画的整備・充実を図ります。 
また、図書館の環境整備や読書活動の推進の支援等を行う学校司書の配置、学校

司書の専門性向上を図るための研修を通じて、学校図書館の機能の充実を図ります。 
・学校図書の計画的な整備・充実に取り組みます。 
・学校司書の配置により、児童生徒が図書に親しむ機会の充実を図り、豊かな心や

想像力、確かな知識などを育みます。 
・本に親しみ、学校図書館を有効に利用するため、資料や図書の収集・分類、図書

の貸し出し、読書案内、読み聞かせ等に携わる学校司書を配置します。また、学

校図書館の役割や児童生徒への読書活動の支援方法について学校司書の専門性

向上を図るための研修を行います。  
（学校図書館図書整備事業／学校図書館充実事業） 

 
【参考指標（数値目標）】 
人権教育 
の推進 

指標の名称 いじめの解消率 
指標の説明 毎年実施する「問題行動等調査」に基づく富山市立小・中学校の

いじめ解消率 
目標設定の 
考え方 

小・中学校でのいじめ解消率の推移に基づいて目標を設定し、 
解消率１００%を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 77.4% 100.0% 100.0% 
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（４）健やかな体の育成 

 
【現状と課題】 
 
子どもの体力向上 
 「令和４年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果によると、全８種目

の体力合計点は、小学校５年の男女、中学校２年の男女ともに全国平均値を上回っ

ています。しかし、「握力」は小５男子以外、「上体起こし」では小５女子以外が全

国平均値をそれぞれ下回っており、「筋力」や「筋持久力」の向上に課題が見られま

す。また、令和３年度の本市の結果と比較すると、一部の種目を除いて、体力合計

点が下降傾向を示していることから、教育活動全体を通して、運動量の確保を図っ

ていくとともに、子どもの運動習慣を定着させていくことが課題となっています。 
 
○児童生徒の体力・運動能力の状況（令和４年度） 

  種目 
握力 上体起こし 長座体前屈 反復横とび 

２０m シャト
ルラン 

５０m 走 立ち幅とび 
ソフトボール
投げ 

体力合計点 

（ｋｇ） (回) （ｃｍ） (回) (回) (秒) （ｃｍ） （ｍ） （点） 

小
学
校
５
年
生 

【
男
子
】 

富山市 16.24 18.72 33.78 42.06 49.25 9.53 155.49 20.84 53.34 

富山県 16.55 18.98 33.89 42.80 50.96 9.54 155.06 21.52 53.94 

全 国 16.21 18.86 33.79 40.36 45.92 9.53 150.83 20.31 52.28 

【
女
子
】 

富山市 15.81 18.00 38.37 40.65 39.89 9.69 150.20 14.19 55.76 

富山県 16.23 18.19 38.39 41.51 42.27 9.65 150.41 14.46 56.68 

全 国 16.10 17.97 38.18 38.66 36.97 9.70 144.55 13.17 54.31 

中
学
校
２
年
生 

【
男
子
】 

富山市 28.51 25.41 44.10 51.43 78.47 8.12 198.28 20.61 41.08 

富山県 28.73 25.19 44.24 51.01 80.56 8.10 199.09 20.67 41.09 

全 国 28.99 25.74 43.87 51.05 78.07 8.06 196.89 20.28 41.04 

【
女
子
】 

富山市 22.74 21.38 46.05 45.82 52.00 9.00 169.85 12.84 47.76 

富山県 22.90 21.27 46.32 45.93 54.13 8.99 170.08 12.95 48.08 

全 国 23.21 21.67 46.07 45.81 51.60 8.96 167.04 12.45 47.42 

資料：全国体力・運動能力、運動習慣等調査（文部科学省） 

 
子どもの健康増進 
 社会環境や生活環境の変化は、子どもの心身の健康に大きな影響を与えるもので

であり、高血圧・脂質異常症・肥満・糖尿病などの生活習慣病の傾向が子どもの頃

から見られるようになっているほか、将来の生活習慣病につながるものと懸念され

ます。 
生活習慣病の予防を図るためには、子どもとその保護者に生活習慣病を正しく理

解させ、保護者との連携により、日常生活における食事や運動不足などをいかに改

善させるかが課題となっています。 
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学校における食育の推進 
 学校における食育の推進を図るため、地方自治体には、①学校における食育推進

のための指針の作成に関する支援、②食育に関する指導体制の整備、③地域の特色

を生かした学校給食の実施、④体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、

⑤食事が心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発など、必要な施策を講ず

ることが求められています。 
そのような中、本市では、食に関する指導の充実、学校給食の充実と安全性の確

保などに対する取組みが課題となっています。 
  

【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇体力の向上 
各校における調査結果の分析と目標の設定や見直しを行い、主体性のある児童生

徒の育成を目指した体育（保健体育）科の授業改善を図ります。 
また、学校生活全体を通して、体力・運動能力向上や運動習慣の定着を図る取り

組みの工夫を行います。 
・「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」や「富山県児童生徒体力・運動能力調査」

等の調査結果を分析し、各校の課題に応じた運動の機会を体育（保健体育）の授

業や朝活動、運動部活動等に取り入れていきます。 
・ICT を効果的に活用しながら、個人で試行錯誤する場面と仲間と学び合う場面の

２つの活動を児童生徒の実態とそのニーズに応じて取り入れていきます。 
（体力の向上（全国体力・運動能力、運動習慣等調査）） 

 
〇学校保健の充実 
生活習慣病を早期に発見するため、検診を行い、医療機関への受診を勧奨すると

ともに、保護者との連携により、生活習慣の改善指導を行い、健康な児童生徒の増

加を図ります。 
・小学校４年生、中学校１年生を対象にコレステロール値の測定などを行う検診（す

こやか検診）を実施し、要医療と判定された児童生徒に対して医療機関への受診

を勧奨します。 
・現在の状況を把握し、生活習慣の改善につなげてもらうため、受診に至らない児

童生徒の原因を調査し、すこやか検診の受診率向上を図ります。 
・すこやか検診において、要医療・経過観察・生活指導と判定された児童生徒と保

護者に対し、専門医や栄養士による個別相談、指導など（すこやか教室）を実施

します。 
・学校においては、家庭教育との連携を図るとともに、保健指導や食指導を活用し、

正しい生活習慣を身に付けさせることに取り組みます。 
（小児生活習慣病予防対策事業） 
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〇学校給食と食育の充実 
給食の時間、家庭科、総合的な学習の時間などを通じて学校における食育を組織

的・計画的に推進するため、学校における食育指導体制の充実を図るとともに、学

校給食を活用した食育の推進を図ります。 
・食材に関する体験学習会の開催により、子どもの食に関する理解を深めます。 
・学校給食における地場産野菜等の使用により、給食の充実を図ります。 
・食物アレルギーなど食の安全に対する取組みを行います。 

（食育と地産地消の推進） 

【参考指標（数値目標）】 
 
体力の向

上 
指標の名称 体力合計点 
指標の説明 「全国体力･運動能力、運動習慣等調査（小学校５年・中学校２年

対象）」における体力合計点の本市平均点 

目標設定の 
考え方 

毎年、前年の本市平均点を上回る。 
※参考数値…51.5 点（H30 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 49.6 点 51.6 点 52.6 点 

 
学校保健

の充実 
指標の名称 健康な児童生徒の割合 

指標の説明 すこやか検診における要医療・経過観察の判定を受けていない児童

生徒の割合 
目標設定の 
考え方 

健康な児童生徒の割合を市総合計画の目標数値と合わせて 90％を目

指す。※参考数値…86.0％（H30 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 83.7％ 90.0％ 90.0％ 

 
学校給食

と食育の

充実 

指標の名称 食材に関する体験学習会の開催 
指標の説明 学校給食用食材に関する学習会の開催回数 

目標設定の 
考え方 

学校からの学習会開催要望があるため、積極的に学習会を行うこと

とし、令和 10 年度までに年 30 回を目指す。 
※参考数値…年 16 回（R1 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿 
（目標数値） 

10 年後(R15 年度)の姿 

数値 年 24 回 年 25 回 年 30 回 
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学校給食

と食育の

充実 

指標の名称 学校給食における地場産野菜等の品目数 
指標の説明 学校給食に使用する地場産野菜等の品目数 

目標設定の 
考え方 

地場産野菜等を積極的に使用するため、毎年 40 品目を使用するこ

とを目指す。 
目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 38 品目 40 品目 40 品目 
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（５）現代的・社会的課題に対応した学習等の充実 

 
【現状と課題】 
 
持続可能な社会を目指す環境教育の推進 

 本市は平成２３年１２月に全国１１都市・地域の一つとして「環境未来都市」に

選定されました。また、平成３０年６月に経済・社会・環境の分野を巡る広範な課

題に統合的に取り組む「SDGs（※１）未来都市」に選定されました。 
本市の子どもたちには、将来の世代にわたり、恵み豊かな生活を確保できるよう、

持続可能な社会づくりの担い手としての心と態度を育てていくことが大切です。そ

のため、地球上の資源・エネルギーの有限性や気候変動、貧困・人権問題等を自ら

の問題として捉え、安心して生活できる持続可能な社会を創造していくことを目指

す学習や教育（ESD）（※２）の推進が求められています。 
また、環境と人間とのかかわりに関心をもち、環境を大切にする心と態度を育て

ることが大切です。環境に対する豊かな感受性を育むため、自然観察や体験活動を

取り入れた学習が求められています。 
 

※１ SDGs（Sustainable Development Goals） … 2030 年に向けて世界が合意した 
持続可能な 17 の達成目標 

 
※２ ESD（Education for Sustainable Development） 

… 地球的視野で考え、環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な課題を自らの   

問題として捉え、身近なところから取り組み、持続可能な社会づくりの担い手と

なるように人々を育成し、意識と行動を変革することを目的とする教育 
 
福祉教育の推進 
 社会が多様化し、変化する中で、福祉に関する様々な問題が生じています。この

ような社会で、将来にわたって、共に支え合って生きようとする意欲や態度を子ど

もに育てることは大切なことです。 
学校では、自分たちのまわりや自分の住む地域にも福祉に関する課題があること

に気づき、地域に住む一員として、その課題解決に取り組もうとする気持ちを育て

ることが必要です。 
 
防災教育の推進 
命を守るために、自ら考え行動する力が求められていますが、避難する態度が身

についていない児童生徒もいます。繰り返し訓練を実施し、主体性のある子どもを

育成することが大切です。 
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【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇環境教育の推進 
 学校、家庭、地域と連携し、子どもたちの身近な問題から考え、課題解決に取り

組めるよう努めます。 
・SDGs－ESD の考え方を生かした学習活動の推進に努めます。 
・「富山 ESD 講座」における教職員の研修・学校間交流を行います。 
・「SDGs－ESD シンポジウム」を開催します。 
・ユネスコスクール（※）を増やします。 
 

※ユネスコスクール … ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、 
（1）地球規模の問題に対する国連システムの理解、 
（2）人権、民主主義の理解と促進、（3）異文化理解、 
（4）環境教育、といったテーマについて、 

質の高い教育を実践する学校 

（SDGs－ESD 推進事業） 

環境に関する見方や考え方を育むため、自ら問題を見つけ、検証していく問題解

決的な学習（PBL)を工夫し、環境や環境問題を統合的に把握できるようにします。 
・各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特性に応じ、環境に

関する学習を計画的に行います。 
・環境に働きかける実践力を育むため、富山エコタウン等の環境に係る施設への訪

問や、出前授業等で専門家による講演を実施します。 
（環境に関する学習の推進） 

〇福祉教育の推進（再掲） 
   子どもたちが自らを見つめ、生きがいや思いやりの心をもち、共に支え合ってよ

りよく生きようとする意欲や態度を育てます。 
・各学校で、教科等の関連を図り、福祉に関わる学習内容や活動を指導計画に位置

づけます。 
・福祉施設訪問、交流活動、募金活動等、幅広く多様な体験活動を工夫します。 
・学校と家庭、地域、関係機関との連携を図ります。 

（福祉に関わる学習や活動の実施） 
 
〇防災教育の推進 
自分の命を守るための資質や能力を身につけさせ、緊急時において冷静に行動で

きるようにさせます。また、実情に合った危機管理マニュアルになるよう、各学校

において見直し改善を図るように指導します。 
・火災・自然災害等を想定した避難誘導訓練を行い、実践を振り返り、より実効性

のある危機管理マニュアルになるよう、見直し、改善を図ります。 
（危機管理マニュアルの周知、避難誘導訓練の実施） 
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２ 基本的な方向２ 多様な学びの場の提供及び質の高い学校教育環境の

整備 

 
【基本的な方向の目標】（目指すべき成果） 
 
 
 
 
 
（１）多様な教育ニーズ及び支援を必要とする子どもへの対応 

 
【現状と課題】 
 
いじめなどの悩みを抱える子どもへの支援 

いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりうる問題であり、いじめる側と

いじめられる側が入れ替わるなど、大人から見えにくい場合が多く、子どもの人権

に直接つながる深刻な問題でもあります。いじめ問題については、悩みや不安等の

心理的ストレスに加え、家庭環境が要因になるなど複雑化するとともに、問題解決

に当たっての困難度が増しており、一人一人がお互いを多様な存在として認め、い

じめをしない態度や能力を身につけるような働きかけが求められています。 
いじめや不登校、児童虐待等の原因は、子ども本人や保護者だけに求めても完全

に解決できません。そのため、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いながら、関

係機関とのネットワークを活用して問題を抱える子どもや保護者に支援を行うス

クールソーシャルワーカー（※１）や、臨床心理について高度に専門的な知識・経

験を有するスクールカウンセラー（※２）、その他用意されている様々な外部人材

を各学校に配置することで、いじめや不登校、児童虐待等の解決を図るため、きめ

細かい支援体制を構築していくことが大切です。 

※１ スクールソーシャルワーカー  
… 社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒が置かれた様々な環境へ働

きかけ、関係機関等とのネットワークを活用して、問題を抱える児童生徒に支援

を行う専門家。 
※２ スクールカウンセラー  

… 児童・生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有する者で、児童・

生徒、保護者、教職員の当面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助

言を行う者。 

不登校児童生徒への支援 
本市における長期欠席児童生徒の人数は、過去５年間で増加の一途をたどってい

ます。令和５年３月には文部科学省から「誰一人取り残されない学びの保障に向け

た不登校対策（COCOLO プラン）」が発出され、各機関が連携を図りながら不登校

対策の一層の充実に取り組むことが求められています。 

子どもたちが、安心・安全で質の高い教育環境のもとで教育を受けられているこ

と 
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心身に不調のある子どもに気づいて対応できるかどうかは、日頃の児童生徒の観

察はもとより、教員の経験にも左右されると指摘されてきました。心身の不調が原

因となって不登校になる前に、小さな SOS に早期に気づいて「チーム学校」によ

る組織的な支援を実施することが求められています。 
不登校児童生徒のうち、市の不登校児童生徒支援事業につながった児童生徒の割

合は令和４年度で 17％程度であり、家から出ることができないと考えられる不登

校児童生徒に対する支援は喫緊の課題です。そのため、適応指導教室や校内適応指

導教室等、子どもたちにとって安心できる居場所づくりが必要です。 
また、個々の実態に応じた柔軟なカリキュラムを組むことができる「学びの多様

化学校（いわゆる不登校特例校）」が、子どもたちの多様な学びの場の新たな選択肢

の一つとして、期待されているところであります。 
 
特別な支援を必要とする子どもへの支援 
障害者が、積極的に参加し貢献できる社会の実現が求められている中で、学校に

おいても、個別の教育的ニーズのある子どもが、自立と将来の社会参加を見据えて、

他の子どもと同じ場で共に学ぶ環境を整えることが求められています。 
特別支援学級に在籍する子どもや、通常の学級において「授業に集中できない」

「友達とうまくかかわれない」「感情のコントロールがうまくできない」などの特

別な配慮を必要とする子どもは増加傾向にあります。こうした特別な配慮を必要と

する子ども一人一人の障害の状態や発達段階に応じた個別の指導・支援の充実が課

題となっています。 
外国人の子どもについては、国籍にかかわらず日本語指導が必要な児童生徒が増

加しており、その母語も多様化しています。多文化共生、人権尊重の精神を育みな

がら、日本語指導が必要な児童生徒の特性の伸長・活用を図ることが求められてい

ます。 

 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 

〇悩みを抱える子どもへの対応及び多様な学びの場の提供 
いじめが全ての児童生徒にかかわることであり、いじめられた児童生徒の心身に

深刻な影響を及ぼし、取り返しのつかない状況も生み出す行為であるという認識に

立ち、いじめ防止等の対策については、市、学校、家庭、地域住民及びその他関係

機関と連携して取り組みます。 
・「富山市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を受け、「富山市いじめ問題対策連絡

協議会」「富山市教育委員会いじめ問題対策委員会」を設置し、関係機関及び団体

との連携を図り、「いじめ防止対策推進法」「富山市いじめ防止基本方針」に基づい

て、いじめ防止等に取り組みます。 
（いじめ問題対策連絡協議会開催事業） 
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スクールソーシャルワーカーの配置により、子どもや保護者を取り巻く環境に働

きかけ、教職員、関係機関との連携を図りながら、子どもや保護者､家族が、子ども

の健やかな成長を実現できるよう支援を進めます。特に家庭訪問による相談活動を

重視し、子どもだけではなく、家庭への働きかけを行います。中でも、学校と家庭、

地域、関係機関の連携を特に重視して活動します。 
・問題を抱えた子ども、家庭等への訪問相談を行い、子どもの心身ともに安定した

生活をめざして、助言や支援を行うため、スクールソーシャルワーカーの適切な

配置を行います。  
・実効的な組織体制の構築及び対応を徹底するため、いじめまたはいじめが疑われ

る事案が発生した場合は、早期にいじめ対策委員会を開催し、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカー等がいじめ対策委員会等に参画し、より組織

的な体制を構築して対応に当たります。           
（スクールソーシャルワーカー配置事業） 

スクールカウンセラーの配置により、子どもたちが規範意識や公共心を身につけ、

命を尊び、他者を思いやり支え合う心、感動する心をもった豊かな人間性を育むよ

う努めます。また、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、問題行動の

解消と未然防止に努めます。学校と家庭、地域、関係機関の連携を図ります。 
・児童、保護者、教職員にカウンセリングを行うことで、いじめ、暴力行為等の問

題行動、不登校の解消を図るため、市費スクールカウンセラーを適切に配置します。 
（スクールカウンセラー配置事業） 

不登校や長期欠席の早期把握に努め、学校が家庭や関係機関と効果的に連携を

図り、不登校児童生徒に対する支援を図るための体制の確立を支援するととも

に、学校等の取組みを支援するための教育条件等の整備を進めます。 
不登校児童生徒の主体性を涵養し、居場所を創出するため、富山市適応指導教

室の運営や、不登校児童生徒支援「体験活動」を実施しています。また、不登校

児童生徒の保護者を対象とした相談会を実施し、不登校児童生徒の保護者支援も

行っています。 
・スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを配置し、不登校の児童生

徒またその保護者との教育相談体制を整備します。 
・校内適応指導教室について配置の見直しや増級を検討します。 
・いじめや教員による不適切な指導が不登校の原因になっている場合、児童生徒ま

たは保護者の希望により、学校と連携した教育的配慮の下で就学指定校の変更や

区域外就学を認めるなどの対応を行います。 
・市内の社会教育施設等において、不登校児童生徒を対象とした体験活動を実施し

ます。 
・体験活動に関するアンケートを実施し、活動場所と内容を適宜見直すことで、不

登校児童生徒のニーズに合った体験活動となるよう心がけます。 
・スポーツ活動を通した適応指導教室通級生との交流を行います。 
・民間フリースクール等と連携し、不登校相談会に不登校支援団体を招聘し、保護

者が幅広く情報を得られるようにします。  （不登校児童・生徒相談支援事業） 
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 学習に関するデータや定期検診や毎日の健康観察、食習慣に関するデータ、周囲

との関係に関するデータ、日々の端末の使用履歴等を連携させることで、これまで

見つけることが難しかった潜在的に支援が必要な児童生徒を早期に発見し、必要な

支援を行います。 
・保健機能で管理される検診結果や病歴、保健室の来室記録等に関する記録、定期

的に実施するアンケート等による学校生活に関する調査、インターネットへのア

クセスログ（※）、語句や画像、動画等の検索・閲覧履歴（興味・関心）等の複数

のデータを組み合わせることで、児童生徒の心の状態を早期に捉えます。 
・データの収集・分析を通して、「どのようなデータを集めるか」「どのデータを組

み合わせるか」「どのようなタイミングで分析を行うか」などを検証し、潜在的に

支援が必要な児童生徒を早期に発見するとともに、適切な支援につなげます。 
・データ分析によって可視化できる課題について、他の自治体や大学の有識者等の

意見をもとに研究します。 

 ※インターネットへのアクセスログ … 日付、時刻、アクセスしたＷｅｂサイト、 
アクセス者の情報等の記録 

（データ分析による不登校の未然防止） 
 

令和５年度に実施する学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）の設置に向け

た調査業務等の結果を踏まえ、市として学びの多様化学校を設置する方針が決定し

た場合は、本市の特性に応じた運営方法や規模、学校形態等を検討していき、多角

的な視点から、これらに適した候補地を選定した上で、施設整備や教職員の配置、

教育課程の編成を行い、設置に向けた具体的な取組みを進めていきます。 
市として学びの多様化学校を設置する方針が決定した場合は、 
・学校型や分教室型などの形態、クラス数や教職員等の適正な規模、立地等につい

て検討していきます。 
・学びの多様化学校の設置方針等に沿った候補地の決定のうえで、地元説明、施設

整備、教育課程の編成等について検討していきます。 
・開校に向けた準備体制を構築し、具体的な取組みを実施していきます。 
              （不登校特例校（学びの多様化学校）設置検討事業） 
 
 通級児童生徒に対して、一人一人の気持ちを大切にしながら、学習やスポーツ、

遊び、その他体験的な活動を行い、人とかかわる力や社会的に自立する力を養うた

めの効果的な運営を行います。 
・富山市適応指導教室（通称：MAP）通級生による学び合い等、イエナプラン教育

の要素を取り入れ、学習と人間関係づくりを意識した運営を心がけます。 
・適応指導教室において ICT 機器を利用し、学習の補充やプログラミング教育等を

促進します。 
・不登校児童生徒支援事業「体験活動」参加者との交流を通して、社会とかかわる

気持ちを高めます。 
・適応指導教室に関する学校説明会の開催、保護者対象の不登校相談会での周知、
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概要を分かりやすくリーフレットに記し、保護者連絡システム tetoru を使って全

保護者へ送信するなど、適応指導教室の広報に努めます。           
 （適応指導教室運営事務） 

 
〇特別支援教育の充実 
特別な支援を必要とする子どもやその保護者に対して、きめ細かく対応できる体

制を整えます。 
・ 富山市特別支援連携協議会を設置し、学校や関係機関との連携を図ります。 
・ 保護者に対しては、特別支援に関する相談会を、学校に対しては、担当臨床心理

士による訪問相談を、教員に対しては、特別支援教育に関する研修会を実施します。  
（特別支援教育総合推進事業） 

 
 個々の教育的ニーズに、よりきめ細かく対応できる体制を整えます。 
・必要度の高い学校にスクールサポーターを配置し、適切に子どもたちとかかわる

ことで、一人一人のニーズに応じた支援を行います。 
（スクールサポーター配置事業） 

 
 学習障害児、注意欠陥／多動性障害児、高機能自閉症児や障害のある子ども等、

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児・児童・生徒等に対する

指導の充実を図るため、ボランティアを配置し、学級担任と協力して学校生活の補

助などを行い、指導の効果を高めます。 
・本事業の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある人を学校長・園長が「障害

児支援活動推進ボランティア」として選考します。特別な教育的支援が必要な幼

児・児童・生徒の実態に応じて富山市内小中学校及び幼稚園に配置します。 
（障害児支援活動推進事業） 

 
〇外国人児童生徒教育 
 グローバル化が進む中、富山市に在住する外国人児童・生徒に対して、初歩的な

日本語を含む生活適応のサポートや学校の受入体制等の支援に努めます。 
・日本語指導が必要な児童・生徒が在籍する小・中学校に、市費日本語指導支援講

師、県費日本語指導教員、県費外国人相談員を配置します。 
 （日本語指導教室事業） 
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【参考指標（数値目標）】 
 
悩みを抱える子

どもへの対応及

び多様な学びの

場の提供【新規】 

指標の名称 不登校児童・生徒の割合 
指標の説明 毎年実施する「問題行動等調査」に基づく不登校（30 日以

上欠席）児童生徒数の割合（1,000 人あたり） 
目標設定の 
考え方 

不登校児童生徒数の割合に基づいて目標を設定する。 

スクールソーシャルワーカーや校内適応指導教室指導員等

の支援により、不登校児童生徒数の減少を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿 
（目標数値） 

10 年後(R15 年度)の姿 

数値 小 20.5‰ 
中 55.7‰ 

小 14.4‰ 
中 53.4‰ 

小 8.3‰ 
中 51.1‰ 
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（２）教員の資質能力向上と学校の働き方改革の推進 

 
【現状と課題】 

教員の資質能力向上のための研修の充実 

本市では、教職員人事権の中核市への移譲を見据え、主体的で質の高い学校教育

を実現する必要があることから、教職員研修については市教育委員会が全面実施し

ています。社会の変化が加速する中で、社会人として求められる能力と教育公務員

としての新たな知識・技能の習得等、学び続ける姿勢の必要性が高まっています。

また、教員の大量退職に伴い、若手教員の増加が続いており、ベテラン教員の授業

技術等の継承とともに、若手教員を育成していくための研修を充実させることが重

要です。 
教職員研修については、受講者に行ったアンケートの回答から研修会への高い満

足度がうかがえ、一定の成果が見られます。研修会では、講義と演習をバランスよ

く取り入れるなど、受講者が主体的に研修に参加できるよう運営を工夫し、それぞ

れの研修会において受講者の更なる積極的な姿勢を促していく必要があります。ま

た、学級経営や不登校について悩みを抱えている教員が多いことから、研修会にお

いて、日頃の悩みを互いに聴き合う場の必要性も高まっています。 
 

 
 
 小学校教科担任制や学校再編による小中一貫校、義務教育学校の導入等、義務教 

育９年間を見通した教育を実践することや、非認知能力の育成、ICT 環境の整備に

より、「新しい教育のかたち」に適した指導を工夫していくことの重要性がより一

層求められることから、本市全ての教員が小・中学校のいずれに配置されても、円

滑に教育活動を行うことができるよう、教員一人一人の指導力の向上を図ることが

求められています。 

資料：市学校教育課調べ 

○富山市小・中学校教員の年齢別（男・女）グラフ（令和５年４月１日現在） 

男 847 人 
女 999 人 
計 1,846 人 
平均年齢 41.3 才 
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 外国語の指導については、小学校３、４年生からの外国語活動や小学校５、６年  

生の外国語科の実施に伴い、英語科の免許を持たない小学校教員にも、英語指導力

の向上が広く求められています。また、人権教育については、社会が多様化し変化

する中、人権に関する正しい理解を深めるとともに、自他敬愛の態度の育成を図る

ことが大切です。 
 

学校の働き方改革の推進 

教員の多忙化が進む中、教員数が少ない学校では、一人当たりの業務量が多くな

っています。また、障害のある児童生徒、配慮を要する児童生徒を支援するニーズ

も高まっています。しかしながら、教員のなり手不足、ベテラン教諭の大量定年退

職により教員不足が深刻化しています。 

校務の効率化という面では、校務支援システム（※）の効果的な活用が挙げられ

ており、成績処理については、複数の法定表簿等のデータ（出席簿、児童名簿、あ

ゆみ、指導要録）が連携されているため、作業時間の短縮につながっています。ま

た、掲示板機能を活用することで、教育委員会・学校間だけでなく、学校内での情

報共有が簡易に行えます。一方で、学校には情報伝達手段が複数ある状態のため、

業務効率化の観点から機能の一元化を図る必要があります。 
 

※校務支援システム … 教務系（成績処理、出欠管理、時数等）、保健系（健康診断表、保健室管理等）、

学籍系（指導要録等）、学校事務系などを統合した機能を有するシステム 

 

教員の勤務実態については、全小・中学校において「教職員出退勤管理システム」

を運用し、出退勤時刻を IC カードで打刻することで、超過勤務の時間を把握して

います。多くの教員が国の指針を大幅に超えて勤務時間外の労働をしているため、

過度な負担がかかっていたり、特定の教員の長時間勤務が常態化したりしている状

況を改善することが求められます。 
教員が、長時間勤務によって常に疲れた状態では、児童生徒と元気な状態で向き

合うことができないため、教育の質の低下を招きかねません。そのため、教員自身

のストレスへの気づきを促すため、労働安全衛生法に基づいたストレスチェックを

実施し、精神的な心のケアや教職員の精神疾患による休職の未然防止対策につなげ

ていく必要があります。 
学校で起こるいじめや不登校等の問題や保護者対応については、教員だけでは解

決できない、法的な視点に基づいた助言を得なければならないような複雑な問題も

発生しています。このような問題に対してより適切に対応するため、スクールロイ

ヤー制度の充実を図ることが課題となっています。 
部活動においては、中学校の部活動（スポーツ・文化等）に係る技術的な指導に

従事する部活動指導員を配置することで、学校における部活動の指導体制の充実と

教職員の負担軽減を図っています。 
また、教員の働き方改革と持続可能な部活動運営を推進するため、休日の部活動

の段階的な地域移行が求められています。令和４年度には、スポーツ庁が実施する

「地域運動部活動推進事業」の採択を受け、大沢野中学校での実践研究を実施しま
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した。実践研究を通して、「活動場所や指導者の確保」「地域クラブと学校間の連携」

などの課題が浮き彫りとなりました。今後は、こういった課題を解決しながら地域

移行の可能性について検証していく必要があります。 
 
一人１台端末の活用推進 

一人１台端末について、令和５年度は「日常化する」を合い言葉に、授業と校務

での活用に関する研修を行い、優れた実践事例を集めてデータベース化して市内教

職員と共有し、活用の推進を図っています。しかし、端末の活用が進んだ学校があ

る一方で、活用が進んでいない学校があるなど格差が見られます。 
また、一人１台端末の活用状況については、小学校高学年の活用頻度が最も高く、

スマートフォンを所持している割合も年々増加していることから、子どもたちには、

情報社会について正しく理解し、情報環境との適切な向き合い方を身につけること

が求められています。 
 
教育実践の改善に向けた学校訪問等の充実 

各学校（園）の教育目標を実現するため、市や県の指導方針に沿った学校（園）

経営及び教育指導や研修、当面する課題等に関して指導・助言を行う学校訪問研修

会を行っています。訪問により教育実践の効果を高めることができるだけでなく、

各学校の取組みを把握することに効果的であるため、今後も継続して実施します。 
小・中学校では、これまでも、小学校卒業から中学校入学への移行期において、

子どもがギャップを感じることなく、安心して中学校生活を送ることができるよう、

小中連携を図り、学習指導、生徒指導等において教職員間の情報交換を行うととも

に、児童生徒の交流活動を進めています。 
本市では、学習指導の点で、小・中学校での９年間の学びを一体のものと捉え、

発達段階を踏まえた一貫性のある継続的な指導が大切であると考えており、小中連

携等による学力向上に取り組んでいます。そうした取り組みを通して、小・中学校

が共通の目標を立て、系統性を明確にした学習を行うことは、子どもの学力向上に

結びつくことが明らかになってきています。 
今後も、子どもたちのさらなる学力向上を目指し、課題を明らかにして、指導の

改善に取り組んでいくことが大切です。 
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【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 
〇教職員研修の充実 
新しい時代の学校教育の実現に向けて、自らの指導力や人間性を高めるため、常

に学び続ける教師となるよう教職員研修の充実を図ります。また、「富山県公立学

校の教員等の資質向上のための指標」の改訂に基づき、研修体系を再構築します。 
・学校現場のニーズを的確に把握して、研修会を企画・運営・実施します。 
・学んだことについて共有し合ったり、教員同志の横のつながりをつくったりでき

るように、演習の場を積極的に取り入れます。 
・発達段階を踏まえた一貫性のある学びを充実させるため、幼小中の連携や交流を

取り入れます。 
・教員の負担を考慮し、同時双方向型又はオンデマンド型のオンライン研修を導

入します。          
（教職員研修事業／幼稚園研修事業／研修事業） 

 
 人との出会いや豊かな経験を体験することで、人間性や社会性を高める教職員研

修の充実を図ります。 
・「とやま教師塾」を企画・運営・実施します。 
・中堅教員を対象の中心として、中堅教員の自主研修にふさわしいゼミナール内容

（教員としての資質向上と幅広い人間性の形成を図る）を企画します。 
（とやま教師塾事業） 

 
教職員一人一人が人権尊重の理念を認識し、差別や偏見を許さない態度で指導に

当たるよう、管理職の研修の充実を図ります。各校においても、人権教育の全体計

画及び年間指導計画を策定し、子どもと教職員の人権意識が高まる指導の充実を図

ります。 
・管理職研修の演習課題に位置づけ、体罰の禁止への理解と意識の高揚を図ります。 
・体罰の禁止について定期的に通知し周知を図るとともに、各校において校内等研

修で活用できるようにします。              （研修会の実施） 
 

「富山市学校教育指導方針」の重点事項である「主体性のある子どもの育成」に

向けた取組みを推進するため、小・中学校の教職員が「主体的な学び」について理

解を深める自主研修を設定します。各自が個人研修課題をもち、各学校において先

導的なリーダーとして、「主体的な学び」に向けた実践を進められるよう研修の充

実を図ります。 
・「イエナプラン的教育」「問題解決的な学習（PBL）」「端末の活用」等、主体的な

学びを支えるこれらの内容を含めて個人研修課題を設定し、授業構想や授業公開

をするなど、より具体的な学びの場を提供します。 
・推進校、推進モデル校等の授業公開を通して、教員が互いに学び合う研修を実施

します。                 
（主体的な学び研修会事業（再掲）） 
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富山市立外国語専門学校や ALT 等（ネイティブスピーカー）による３日間の「小

学校外国語夏期集中研修会」を実施し、様々なワークショップを通して小学校の教

員の実践的な授業力向上を図ります。 
・ワークショップでは、学習者の立場で指導方法を体験し、クラスルームイングリ

ッシュや分かりやすい英語の使い方、模擬授業を体験するなど、英語で英語を学

ぶことの意義やコミュニケーションを図ることの楽しさを感じ取ります。 
・受講者は、受講後、勤務校における学校全体の指導力向上に向けて伝達講習や授

業公開等を実施し報告します。 
（小学校教員語学研修事業） 

 
 いじめや不登校等、今日的課題に焦点をあてた研修を行い、講師より指導や助言

を得るとともに、児童・生徒が自己実現を目指し、且つ、互いに認め合う学級経営

が行われるよう、研修内容のさらなる充実を図ります。 
・外部講師や臨床心理士を講師に迎え、事例を通して学ぶ機会を設けます。 
・外部講師を招いた研修会と授業研究を関連づけた研修内容を取り入れます。 

（児童・生徒理解研修事業） 
 
日頃から教師自身が人権感覚の高揚に努め、子どもたちの身近な問題から人権に

ついて考えたり、体験的な学習を積極的に取り入れたりして課題解決に取り組める

ようにします。 
・ 人権教育や人権教育推進研修会、人権教育の指導事例集の発刊等を通して、児童

生徒、教職員の人権意識が高めるとともに一人一人がかけがいのない存在である

ことを自覚し、互いに人間として尊重し合う心と態度を育てます。 
（人権尊重教育事業（再掲）） 

 
〇教員の負担軽減に向けた対策 
校務支援システムや汎用クラウドツールを効果的に活用することで、校務の効率

化や教職員の負担軽減を図ります。 
・継続して校務支援システムや汎用クラウドツールを効果的に活用する方法を各学

校へ周知し、さらなる校務の効率化を図ります。 
・教育ネットワークの更改を見据え、校務支援システムのクラウド移行やデータ連

携への準備を進めます。 
＜年次計画＞ 
教員の負担軽減に向

けた対策（校務支援

システムや汎用クラ

ウドツールの活用） 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 
     

（校務支援システムの活用） 
 
 

・校務支援システムのクラウド移行（R７年度の予定） 
・機能の一元化の推進（クラウド移行、適宜） 
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複式学級のある小規模学校に学習補助員を配置することで、教員数が少ない学校

の運営を支援し、学校教育の充実を図ります。また、障害の児童生徒、配慮を要す

る児童生徒、特別支援学級に多数の在籍者がいる学校にスクールサポーターを配置

することで、一人一人のニーズに応じた支援を行えるよう努めます。 
・複式学級のある小規模学校において、学習補助員を配置することで、担任の授業

補助を行い、スムーズに学習を進めていくよう支援します。 
・必要度の高い学校にスクールサポーターを配置し、適切に子どもたちと関わるこ

とで、一人一人にニーズに応じた支援を行います。 
（学習補助員やスクールサポーターの配置） 

 
市教育委員会は、時間外勤務の上限を「月 45 時間、年 360 時間」とする国の指

針に沿って、勤務時間の実態を把握し、勤務状況の報告を分析し、業務の縮減や効

率化に向けた指導・助言に努めます。 
・学校の管理職は、所属職員の超過勤務等実態を客観的に把握し、①１か月で 100
時間を超えた教員、②２か月連続で 80 時間を超えた教員、③１か月で 100 時間も

しくは２か月連続で 80 時間を超えていないが、疲労の蓄積等から健康に不安があ

る教員については、医師等による面談の希望の有無を確認します。 
・教職員が心身ともに健康に働く環境を整えるために面談状況や長時間勤務になる

要因、学校が考える改善に向けた具体的な手立て等を確認します。 
                         （教員の勤務実態の把握） 
 
 教職員のストレスの程度を把握し、教職員自身のストレスへの気づきを促すとと

もに、職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを目指し、教職員がメンタル

ヘルス不調になることを未然に防止する一次予防を図ります。 
・ストレスチェック（57 項目）を実施し、受検者に対してストレスチェック個人結

果を通知するとともに、高ストレス者へは、医師による面接指導を勧奨します。 
・集団ごとの集計及び分析は、業務改善や研修等に活用します。 

 （教職員のストレスチェックの実施） 
 
教員が諸問題に対してどのように対応したらよいかを助言し、教員の資質能力向

上を図ります。 
・学校で起こるいじめや不登校等の問題や保護者対応に対して、学校とスクールロ

イヤーとの相談体制の構築に努めます。       （スクールロイヤー事業） 
 
部活動指導員の配置により、教員が授業の準備や教材研究のほか、生徒会や委員

会活動、生徒指導など、生徒と向き合う時間の確保につながっていることから、今

後も教職員の負担軽減と部活動の指導体制の充実を図っていきます。 
・各校の実態や配置希望調査を実施します。 
・希望調査等をもとに、未配置の学校を優先的に配置します。 
・配置の適正化を図ります。 
・資質向上のため、研修会を実施します。       （部活動指導員の配置） 
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令和５年度は、文化部を加えた「地域部活動推進事業」の採択を受け、堀川中学

校と和合中学校が運動部活動、奥田中学校が文化部活動の拠点校となっています。

令和４年度の大沢野中学校での実践研究で見えてきた課題の解決を図りながら、地

域移行の可能性について検証していきます。 
・各拠点校に、学校と地域や関係団体との連絡や調整を行うコーディネーターを配

置します。 
・各拠点校において検討会議を開催し、進捗状況の確認や検討事項の洗い出し等を

行いながら地域移行の在り方を探ります。 
・各拠点校において関係生徒、保護者、教員を対象にしたアンケートにより成果と

課題を検証します。 
・市内全中学校に情報を提供することで、各学校が地域移行に必要な条件を整理し、

環境が整った部活動から順次、地域移行に取り組んでもらえるよう、持続可能な

部活動としての支援に努めます。 
（地域部活動推進事業の充実） 

 
〇一人１台端末の活用 
  市内全教員の端末活用のスキル向上と市内小中学校における端末活用を推進し

ます。 
・GIGA スクール構想推進校及び推進モデル校による授業公開や実践事例を提供し

ます。 
・効果的な活用に関する教職員研修を充実させます。 
・実践事例を集めたデータベースを更に充実させて共有します。 
＜年次計画＞ 
一人１台端末

の活用 
 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 
     

（情報教育推進事業） 
 
〇情報モラル教育の推進（再掲） 
情報社会で適切な活動を行うための基礎となる考え方と態度を育成します。 

・講座後のアンケート結果を学校と共有することで個別の指導に生かします。 
・４年次教員研修「情報モラル教育に関する研修会」を行い、教員の指導力を向上

します。 
・生成ＡＩについては、情報を収集し、国の方針に従って適切に対応します。        

（情報モラル教育の推進） 
 
 
 
 

効果的に

使う 授業と校務における端末活用の更なる推進 
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〇学校訪問研修会の実施 
 各学校（園）の主体性を尊重し、幼児児童生徒一人一人を大切にした魅力ある学

校（園）経営がなされるように指導・援助すること、各学校（園）が当面する課題

について、計画的、継続的、累積的に指導・援助し、校内研修のねらいが重点化、

焦点化され、教育実践の効果が高まるようにすること、家庭・地域社会に開かれた

学校（園）づくりとなるよう指導・援助することを基本方針としております。 
〇通常訪問研修 
 ・各学校（園）につき隔年で実施します。 
 ・指導主事等が訪問し、授業や学校運営等に関して指導助言をします。 
〇教育長等訪問 
 ・全小・中学校、幼稚園で実施します。（通常訪問研修と兼ねる） 
 ・教育長等が学校参観、校長との面談をします。 

（指導主事等による学校訪問の実施） 
 
〇小・中学校の連携（再掲） 
 各種調査結果やこれまでの小中連携を中心とした学力向上実践拠点校の取組を

参考に、小・中学校９年間の学びを通した目標を立て、共有し、方策を立て取り組

みます。また、学校の実態に応じた連携のための組織づくり、連携内容を研究し、

確かな学力の育成を図るための実践を行うとともに、その研究の成果について小・

中学校に普及を図ります。 
・市教育委員会として実践研究拠点校を中学校区で指定し、拠点校が効果的な小・

中連携の取組を実施できるよう必要な指導・助言を行います。また、拠点校の実

践事例や研究成果の普及に努め、教員の指導力の向上を図ります。 
（指導力向上推進事業） 

 
教員の負担

軽減に向け

た対策 
【新規】 

指標の名称 教員の在校等時間 
指標の説明 時間外在校等時間が月１００時間以上および 

２カ月連続で月８０時間を超える教職員の１年間の延べ人数 

目標設定の 
考え方 

R4 年度を基準数値として、１年間の延べ人数の前年度比－20％
以上を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度) 
の姿（目標数値） 

10 年後 
(R15 年度)の姿 

数値 

月 100 時間以上 

193 人 
月 100 時間未満かつ 

2 カ月連続月 80 時間以上 
258 人 

※１年間の延べ人数 

０人 ０人 
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（３）ＩＣＴを活用した教育環境の整備 

 
【現状と課題】 
 
教育ＩＣＴ機器等の整備 

ICT を活用した教育環境の整備については、令和２年度までに、一人１台端末を

配備し、全ての小・中学校において、校内通信ネットワークの改修や無線 LAN 環

境の整備、普通教室へのパソコン用充電保管庫を設置しました。また、接続の状況

を注視し、ネットワークの増強を行ってきました。 
しかし、全国学力学習状況調査の中学校英語「話すこと」調査において、一部の

学校で不具合が生じたことや、学校内外で行うオンライン会議システムの接続が不

安定であることから、その原因の解明と改善が求められています。 
ICT機器の活用を推進するために、ICT支援員が月１回程度小・中学校を訪問し、

ICT に関する授業支援や教職員向けの研修を行っています。 
また、高等学校の新教科「情報」の授業へのスムーズな接続を図るため、中学校

技術科担当教員や小学校教員を対象としたプログラミングに関する悉皆研修や機

材の貸し出し等を行っています。 
 

教育データの利活用 
学校における教育ネットワーク環境については、校務系、校務外部系、学習系シ

ステムの三層分離の構造によるセキュリティの高い環境となっています。しかし、

それぞれのシステム間のデータ連携が容易ではないことや複雑な操作性が課題と

なっています。 
 
【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇教育 ICT 機器の整備・充実 
 一人１台端末の活用によって増加するデータ通信量等を注視し、通信ネットワー

クの増強等、適宜、必要な措置を講じます。 
・接続状況調査と不具合原因を特定します。 
・不具合に対する改善措置を実行します。     

（教育機器特別整備充実事業） 
 
「教育の情報化」を目指し、学校における ICT 環境の整備を進めるとともに、新

教科等への速やかな対応及び ICT 機器活用の促進を図ります。 
・各学校における活用を支援する ICT 支援員を派遣します。 
・高等学校の新教科「情報」の授業へのスムーズな接続を目指した小学校教員、中

学校技術科担当教員を対象としたプログラミング教育に関する研修を実施しま

す。 
・学校のニーズに合わせた、プログラミング教育実施のための教材を購入します。 

（ICT 活用推進事業） 
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〇教育データの利活用 
セキュリティを確保した上で、一人１台端末で生成される教育データを利活用し、

児童生徒への支援の充実と個別最適な学びの更なる実現を目指します。 
・学習に関するデータと保健データ、周囲との関係に関するデータ、日々の端末使

用履歴等を連携させ、潜在的に支援が必要な児童生徒を早期に発見し、必要な支

援を行います。 
・学習成績等のデータと一人 1 台端末から収集可能な学習履歴等のデータを連携さ

せることで学習のつまずきを正確に把握した上でのきめ細やかな支援を行いま

す。 
＜年次計画＞ 
教育データ

の利活用 
R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

     

（教育ネットワーク環境の整備） 

データ連携に必要な 
環境の構築 

データ連携に必要な情報の精選及び検証 
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（４）家庭の経済状況や地理的条件への対応 

 
【現状と課題】 
 
経済的困難を抱える家庭への支援 

 離職等による困窮や生活水準の格差など、社会情勢の変化は子どもたちの教育環

境にも大きな影響を与えています。 
家庭の経済的状況に関わらず、すべての子どもが安心して教育を受けることがで

きるよう、経済的な支援が求められています。 
 
地理的条件に対する支援 

学校統合により通学距離が延びるなど、通学負担が増えることになった児童・生

徒の負担軽減を図るため、地域の実情に応じて、スクールバスの運行や通学費の補

助等を行っています。 
スクールバス等の導入により、通学時における安全の確保や負担の軽減が図られ

る一方で、子どもの体力の低下等が懸念されます。 
 
【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇就学援助の実施 
就学に必要な費用の一部を援助し、保護者負担の軽減を図ります。 

・学校教育法第１９条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる

学齢児童生徒の保護者に対して、学用品や給食費等の援助を行います。 
（経済的困難を抱える家庭に対する就学援助） 

 
〇通学支援 
学校の統合等により、遠距離通学をする児童生徒の負担軽減を図ります。 
・地域の実情に応じて、スクールバスの運行や通学費の補助を行います。 

（スクールバスの運行／児童生徒の通学費の補助） 
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（５）学びの質を保障するための学校再編の推進 

 
【現状と課題】 
 
学校再編の推進 

本市では、児童生徒数の減少に伴い、市立小・中学校の約 6 割が学校教育法施行

規則で定める標準規模（12～18 学級）を下回る小規模校となっており、今後も学校

の小規模化が進んでいくことが想定されます。 
 特に、小学校では 12 学級を下回ると、「全ての学年でクラス替えができない可能

性がある」、「クラス同士で切磋琢磨する教育活動ができない」、中学校では 9 学級

を下回ると、「部活動の選択肢が少ない」、「専門教科の教員が確保できない（免許外

指導の発生）」といった課題が生じます。 

〇学校規模別小学校数 

〇学校規模別中学校数 

資料：富山市立小・中学校再編計画 
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小・中学校の学びの一体化 

小学校から中学校へ進学する際に、急激な環境の変化が原因で学習につまずいた

り、学校に馴染めず不登校傾向となってしまう生徒の増加、いわゆる「中一ギャッ

プ」が全国的に課題となっています。その原因の一つとしては小学校から中学校に

進学する際の接続が円滑なものとなっていないことが考えられ、小・中学校が連携

した指導に取り組んでいくことにより、児童生徒のより良い学びを実現することが

求められています。 

幼稚園の適正配置 

幼稚園の適正配置については、平成 21 年 5 月に策定した「富山市立幼稚園適正

規模・適正配置推進計画」に基づき、市立幼稚園の適正配置を推進し、平成 24 年

4 月までにすべての計画を達成しました。その後、当該推進計画で定めた「基本的

な考え方」に基づいて、「今後の推進計画」を平成 25 年 5 月及び令和 2 年 5 月に策

定し、保護者や地域住民の理解を得ながら、さらなる適正化に取り組み、すべての

計画を達成した結果、現在の市立幼稚園は月岡・水橋・速星の３園となっています。 
 今後も、少子化の進行状況を踏まえつつ、幼児教育・保育の質的向上を図るため

の教育環境の整備を図る必要があります。 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 

〇学校再編の推進 
これからの社会を生き抜く子どもたちの資質や能力を育むため、学校規模の適正

化による教育環境の充実を進めます。 
・保護者や地域との意見交換会の開催 
・議論の熟度に応じた３つのステップで構成する地域協議会の設置促進 

（学校再編推進事業） 

〇義務教育学校の設置 
 本市では、小・中学校での 9 年間の学びを一体のものと捉え、小・中学校が連携

した継続的な指導を推進しているほか、学校再編検討の際には、地域の実態を考慮

し最も適切な方法を選ぶ前提で、一つの選択肢として義務教育学校（一人の校長と

一つの教職員組織のもと、9 年間一貫した教育過程を編成し、系統的な教育を行う

ことができる学校）の設置を検討していきます。 
・令和 8 年 4 月の開校に向け、本市初の義務教育学校となる水橋学園の整備を推進

します。（イメージ図１）    

 
（イメージ図１）水橋学園外観 
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＜年次計画＞ 
義務教育学校

の設置 
R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

     

（統合校の新設事業） 
 

〇市立幼稚園の適正配置 
市立幼稚園としての果たす役割や私立幼稚園及び保育所(園)等との連携のあり方

を考慮するとともに、行政が担うべき役割と責任を十分に見極めながら、健全で効

率的な園経営に努めていきます。 
 令和 2 年 5 月策定の「今後の推進計画」において『現状維持』の方針とした３園

について、今後の園児数や保護者ニーズの変化等に対応して、適宜、適正化につい

て検討を行います。 
・園児数の状況を注視するとともに、課題解決に向けた方策等の研究を行います。 

（市立幼稚園の適正配置） 
 

富山市立義務教育学校

水橋学園の整備 
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（６）安心・安全な学校教育環境の整備 

 
【現状と課題】 
 
学校施設の整備と長寿命化 

学校施設は、子どもが１日の大半を過ごす場であるとともに、災害時には地域住

民の避難所としての役割も果たすことから、老朽化した施設の改修が課題となって

います。また、非構造部材については、経年劣化による設備や外壁の老朽化対策、

建物屋上の雨漏りによる防水対策等が必要とされています。さらに、夏季の児童生

徒の熱中症対策や学習環境改善のため、空調設備が設置されていない一部の特別教

室への空調設備の設置が求められています。 
加えて、本市の学校施設については、防災対策や社会情勢の変化に対応するため、

耐震性の向上や普通教室へのエアコンの設置、全トイレの洋式化など、積極的に教

育環境の改善と機能向上を図ってきましたが、今後は老朽化した施設の更新や適切

な維持管理の継続が課題となっています。 
 

安心・安全な学校教育環境の整備 

本市では、子どもたちが健やかに成長し、学校・家庭・地域の連携のもと、安心・

安全な学校教育環境の整備に努めています。現在、学校、地域、保護者、関係機関

等が連携し、子どもたちの安全確保のための取り組みを進めているところですが、

引き続き、その充実が求められています。 
 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 
〇学校施設の整備 
全ての児童生徒にとって安全で快適な教育環境を創出するため、老朽化した施設

の計画的な改修に努めます。さらに、夏季の児童生徒の熱中症対策及び学習環境の

改善のため、空調設備が設置されていない一部の特別教室に空調設備を設置します。 
また、学校による施設の日常点検に加え、建築士（有資格者）による学校施設の

点検を３年毎に行い、危険個所・危険の度合いに応じて改修工事を行います。 
・老朽化した施設や設備の改修工事を実施します。 
・現在の児童生徒のニーズに合った校舎等の設置に努めます。 
・空調設備が設置されていない一部の特別教室に空調設備を設置します。 

（学校施設整備事業） 
 
〇学校施設の長寿命化 
学校施設の点検結果に基づき、建物や設備に不具合等が生じる前に改修等を実施

する「予防保全」を中心とした「予防改修」による計画的な維持管理を行います。 
建物の物理的な不具合を直し、建物の耐久性を高めるとともに、建物の機能や性

能を現在の学校に求められている社会的要求水準まで引き上げる「長寿命化改修」

を実施します。 
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・建物や設備に不具合が生じる前に、内外装材や設備等を改修・更新を行います。 
・建物の耐久性を高めるために構造躯体の経年劣化の回復（コンクリートの中性化

対策や鉄筋の腐食対策等）、耐久性に優れた仕上げ材の使用、水道・電気・ガス管等

のライフラインの更新を行います。 
（長寿命化対策事業） 

 

〇通学路の安全対策（ソフト面） 
防犯の専門家や警察官 OB 等をスクールガード・リーダー（地域学校安全指導

員）として委嘱し、各小学校を定期的に巡回させ、警備のポイントや改善すべき

点等について具体的に指導し、安心・安全で質の高い教育環境のもとで教育を受

けられるよう、教育環境の整備を進めます。 
・スクールガード・リーダーに各学校区を定期的に巡回させ、警備のポイントや

改善すべき点等について具体的に指導させます。 
・スクールガード・リーダーに防犯教室や講習会で講師として参加させ、防犯教

育を推進させます。 
（地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業） 
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３ 基本的な方向３ 保護者や地域との連携・協働による教育力の向上 

 
【基本的な方向の目標】（目指すべき成果） 
 
 
 
 
 
（１）学校（園）・家庭・地域との連携・協働と開かれた学校づくり 

 
【現状と課題】 
 
地域や家庭と共にある開かれた学校づくり 

コミュニティ・スクール（※）については、平成２７年度に呉羽小学校と堀川中

学校の２校を正式校としたことを皮切りに、令和３年度まで１３校、令和４年度に

は統合した八尾中学校を除く８８校、令和５年度には市内全ての小・中学校８９校

で８１の学校運営協議会を設置しました。今後は、学校運営協議会において、さら

に地域と目標やビジョンを共有しながら、地域とともにある学校づくりを進めてい

く必要があります。 
学校（園）経営において、学校（園）自身が自らの教育活動を自己点検・自己評

価するとともに、地域や保護者の声なども取り入れて、教育課程やそれを支える学

校組織の在り方などを主体的に改善していくことが必要であることから、「富山市

学校評価」を平成１８年度から実施しております。今後も、学校・家庭・地域の連

携協力による学校（園）づくりを進めることを目指し、教育の質を保証し、その向

上を図ることが必要です。 
また、教員の働き方改革と持続可能な部活動運営を推進するため、休日の部活動

の段階的な地域移行が求められています。令和４年度の大沢野中学校での実践研究

を通して、「活動場所や指導者の確保」「地域クラブと学校間の連携」などの課題が

浮き彫りとなりました。今後も、地域と協力しながら部活動の地域移行を進めて行

く必要があります。 
 
※コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度） 

… 保護者や地域住民が学校とともに知恵を出し合い、一緒に協働しながら子どもたちの豊か

な成長を支えていく「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

 
家庭での健全な食習慣 
子どもの頃からの健全な食習慣の確立を図るため、子どもへの食育の取組みを確

実に推進していくことが全国的に課題となっています。そのためには、地方自治体

が、望ましい食習慣や知識の習得、子どもの育成支援における共食等の食育推進な

どに取り組んでいくことが求められています。 
 

子どもたちが、学校・家庭・地域の連携・協働のもと、基本的な生活習慣や社会

性を身に付け、豊かな人間性を育んでいること 
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地域での居場所づくり 
子どもかがやき教室では、心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため、小

学校区毎に学校や社会教育施設を活用しながら子どもの居場所を確保し、地域の教

育力を結集して、放課後や学校休業日にスポーツや文化活動等の様々な体験・交流

活動を実施しており、地域の中で子どもが様々な活動ができるよう、子どもかがや

き教室の充実がより求められています。 
 

保護者や地域への広報・啓発 

「主体性のある子どもの育成」や学校規模の適正化を中心とした「多様な学びの

場の提供」を進めていくためには、保護者や地域との信頼関係を構築することが重

要です。 

 そのためには、様々な広報手法を取り入れながら、本市教育の取組みについて積

極的、かつ、わかりやすく情報発信して理解を深める必要があります。 

 
【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 
〇コミュニティ・スクールの推進 
 学校と保護者や地域の方々が共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させる

ことで、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づく

り」を進めます。 
・ コミュニティ・スクールの推進のため、先進的な事例の紹介や講演を通して、学

校と地域とが一体となって子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」の

意義や学校運営協議会の組織づくり等への理解を深めるために学校管理職や運

営協議会委員に向けた研修会を行います。 
（コミュニティ・スクール事業） 

 
〇富山市学校評価（アクションプラン）の推進 
 富山市学校評価は、以下の４つの方針に基づいて取り組んでおります。 
 ①学校（園）は、具体的かつ明確な共通・独自課題を設定し、実行・評価する。 
 ②保護者や地域住民が、教員の自己評価の結果について評価する機会をもつ。 
 ③共通・独自課題に掲げる目標や評価結果をホームページやたより等で公表する。 
 ④共通・独自課題に掲げる目標や評価結果を富山市教育委員会に報告する。 
・市共通課題を「指標としての出席率の設定」とし、各学校の実情に応じて指標と

しての出席率を設定します。 
・各学校で具体的かつ明確な独自課題を設定し、校内で目標達成に向けて共通理解

を図り、具体的な方策を立てて取り組みます。 
（富山市学校評価システムの推進） 

 
〇部活動の地域連携の推進 
令和５年度は、文化部を加えた「地域部活動推進事業」の採択を受け、堀川中学

校と和合中学校が運動部活動、奥田中学校が文化部活動の拠点校として、大沢野中
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学校での実践研究で見えてきた課題の解決を図りながら地域移行の可能性につい

て検証してまいります。 
・各拠点校に、学校と地域や関係団体との連絡や調整を行うコーディネーターを配

置します。 
・各拠点校において検討会議を開催し、進捗状況の確認や検討事項の洗い出し等を

行いながら地域移行の在り方を探ります。 
・各拠点校において関係生徒、保護者、教員を対象にしたアンケートにより成果と

課題を検証します。 
・市内全中学校に情報を提供することで、各学校が地域移行に必要な条件を整理し、

環境が整った部活動から順次、地域移行に取り組んでもらえるよう、持続可能な

部活動としての支援に努めてまいります。 
（地域部活動推進事業費（再掲）） 

 
〇家庭での食習慣確立の推進 
 保護者に対する食育の重要性や適切な栄養管理に関する知識の情報提供、食育に

関する学習や体験活動などの支援を行い、学校と家庭、地域が連携した食育の推進

を図ることにより、心身の健康づくりへの理解を深めます。 
・ 保護者へ、給食だよりやホームページなどを活用して、朝食を摂ることなど、望

ましい食習慣に関する情報の提供や共食の呼びかけなどを行います。 
・ すこやか教室における栄養指導や学校での食育活動への保護者の参加を促進し

ます。                  
（家庭での健全な食習慣確立の促進） 

 
〇子どもかがやき教室の充実 
子どもかがやき教室では、子どもの安全で安心な居場所として、学校や公民館等

を活用し、多様な体験活動や地域住民との交流活動を推進します。 
・実施地区に向けては、指導員研修会などを利用し、様々な企画に取り組み、より

魅力ある実施内容となるよう、事業の充実を図ります。未実施地区に向けては、地

域の実情を把握しながら、事業の目的や他地域の取り組みを紹介し、実施をはたら

きかけます。                    
（子どもかがやき教室事業） 

 
〇教育に対する理解醸成のための広報・啓発活動 
本市が目指す学校教育及び学校再編の状況について、保護者に向けた効果的な広

報活動を行います。 
・保護者への啓発リーフレットの配布（年４回程度）（写真１） 
・教育フォーラムの開催（年１回） 
・インターネット配信等による本市教育の取組みについての理解醸成（随時）（写真

２） 
（広報誌等の発行、学校説明会の開催） 
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【参考指標（数値目標）】 
 
家庭での食

習慣確立へ

の支援 

指標の名称 朝食を摂る子どもの割合 

指標の説明 朝食を摂る子どもの割合 

目標設定の 

考え方 

富山県の目標数値を参考に小学生 100％、中学生 100％を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 
小学生 98.9％ 

中学生 97.3％ 

小学生 100.0％ 

中学生 100.0％ 

小学生 100.0％ 

中学生 100.0％ 

 

 

家庭での食

習慣確立へ

の支援 

【新規】 

指標の名称 栄養バランスのよい朝食を摂る子どもの割合 

指標の説明 栄養バランスのよい朝食を摂る子どもの割合 

目標設定の 

考え方 

第２次富山市総合計画の目標数値を参考に小学生 53％、中学生

58.5％を目指す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R4） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 
小学生 50.7％ 

中学生 55.9％ 

小学生 53.0％ 

中学生 58.5％ 

小学生 53.0％ 

中学生 58.5％ 

 

（写真１）保護者への啓発リーフレット「Sign」 （写真２）富山市教育委員会 YouTube 
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子どもかが

やき教室の

充実 

指標の名称 子どもかがやき教室の実施箇所数 

指標の説明 子どもかがやき教室の実施箇所総数 

目標設定の 

考え方 

令和 10 年度末までに 50 箇所での実施を目指し、その後は地域の実情

に合わせて内容の充実を図る。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 

（R5） 

５年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
１０年後(R15 年度)の姿 

数値 42 箇所 50 箇所 50 箇所 
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（２）家庭における教育力の向上 

 
【現状と課題】 
 
家庭での教育力の向上 

家庭においては、基本的な生活習慣などが十分に身についていない子どもや、子

育てに自信が持てず悩んでいる保護者がいます。子どもの教育において家庭の果た

す役割は大きく、より一層家庭の教育力の向上を図っていく必要があります。 
 人々のライフスタイルや価値観の多様化に伴う地域の連帯意識の低下や核家族

化により、子育てに関する知識や経験を得る機会の減少が危惧されていることから、

「親」としてのあり方を学習する「親学び」が必要となっています。 
 
いじめ、不登校対策 
いじめ防止対策推進法が施行されて以降、いじめの積極的な認知が進み、いじめ

の認知件数は増加の傾向にあります。また、社会が多様化し変化する中で、子ども

を取り巻く環境も大きく変化し、それに伴い様々な問題が生じています。 
いじめ問題については、悩みや不安等の心理的ストレスに加え、家庭環境が要因

になるなど複雑化するとともに、問題解決に当たっての困難度が増しており、一人

一人がお互いを多様な存在として認め、いじめをしない態度や能力を身につけるよ

うな働きかけが求められています。 
 富山市において、過去５年間、長期欠席児童生徒の人数は増加の一途をたどって

います。令和５年３月には文部科学省から「誰一人取り残されない学びの保障に向

けた不登校対策（COCOLO プラン）」が発出され、各機関が連携を図りながら不登

校対策の一層の充実に取り組むことが求められています。 
 
子どもの読書活動の推進 
 読書活動は、子どもの心を豊かにし、確かな学力基盤を身に付けるうえで大切な

取組みであることから、あらゆる機会と場所において読書が行えるよう、その推進

が求められています。ゲームやインターネットの普及で子どもの読書離れが懸念さ

れる中、学校だけでなく家庭においても、良い読書習慣を身に付けさせることが大

切です。 
 
【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇親子サークルの充実 
 学校・家庭・地域が連携し、相談や情報の提供、保護者同士の交流の機会の提供

を行い、家庭や地域における幼児期の教育の支援を推進します。 
・幼児の生活は、家庭を基盤として地域社会を通じて次第に広がりをもつもので

あることを留意し、家庭との連携を十分に図り、幼稚園における生活が家庭や

地域との連続性を保ちつつ展開されるようにします。 
・親子サークルの充実に努めます。 
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・子育て中の保護者のために情報提供や、親子活動、保護者同士の交流の機会の

提供を行います。                
  （親子サークルの実施） 

 
〇親学び講座の普及・啓発 
 富山県教育委員会、小・中学校、市ＰＴＡ連絡協議会、大学等関係機関と連携・

協力し、「親学び」の普及・啓発を推進します。 
・ 家庭の教育力の向上を目指し、「親学び」講座を推進するため、「小中推進リーダ

ー」「小中推進スーパーリーダー」「幼保推進リーダー」を配置します。 
・ 推進リーダーと連携し、より効果的に講座を実施できるよう、情報交換などを

通して活動内容を共有し、実施機会の充実を図ります。    
（親学び講座の実施） 

 
〇いじめ防止対策（再掲） 
子どもたちが人権意識を高め、共生的な社会の一員としての市民性を育むよう努

めます。子どもたちが心身ともに健やかに成長できるよう、いじめの未然防止と解

消に努めます。学校と家庭、地域、関係機関との連携を図ります。 
・いじめを生まない学校づくりを目指して、道徳科や学級活動等の充実を図るため

の教員研修や、「いじめ発見」チェックリストの活用、学校組織としていじめの未

然防止、早期発見、早期対応を図る実効的な組織体制づくりを進めます。 
・各学校では、いじめの定義を踏まえたいじめの的確な認知の在り方や、認知した

初期段階から組織的な対応をきめ細かく行います。認知したいじめについては、

なるべく早期に解決できるよう、地域・家庭と連携を図り、関係機関とも連絡を

密にして、取り組んでいきます。 
（いじめ防止対策） 

 
〇不登校児童生徒への支援（再掲） 
不登校や長期欠席の早期把握に努め、学校が家庭や関係機関と効果的に連携を

図り、不登校児童生徒に対する支援を図るための体制の確立を支援するととも

に、学校等の取組みを支援するための教育条件等の整備を進めます。 
不登校児童生徒の主体性を涵養し、居場所を創出するため、富山市適応指導教

室の運営や、不登校児童生徒支援「体験活動」を実施しています。また、不登校

児童生徒の保護者を対象とした相談会を実施し、不登校児童生徒の保護者支援も

行っています。 
・スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを配置し、不登校の児童生

徒またその保護者との教育相談体制を整備します。 
・いじめや教員による不適切な指導が不登校の原因になっている場合、児童生徒ま

たは保護者の希望により、学校と連携した教育的配慮の下で就学指定校の変更や

区域外就学を認めるなどの対応を行います。 
（不登校児童・生徒相談支援事業） 
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〇子どもの読書活動の推進 
読書は、子どもの情操教育として重要な役割を果たすため、あらゆる機会、場所

において読書に親しむ環境づくりを進める必要があります。学校での読書の時間や

学習活動において読書への興味・関心を喚起するだけでなく、保護者に対しても、

読書活動に関する情報提供を行い、家庭における読書の習慣付けの重要性について

共通理解を図る必要があります。 
・「富山市子ども読書活動推進計画」に基づき、図書館での蔵書充実や利用指導な

ど、子どもの読書活動の整備に努めます。 
 ＜年次計画＞ 

子どもの

読書活動

の推進 

R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 
     

（読書普及事業） 
 
【参考指標（数値目標）】 
 
子どもの

読書活動

の推進 

指標の名称 １日３０分以上読書をする児童生徒の割合 
指標の説明 全国学力・学習状況調査（小学６年生、中学３年生対象）において、 

「学校の授業時間以外に、普段(月～金曜日）、１日あたりどれくらいの時

間、読書をしますか（電子書籍の読書も含む。教科書や参考書、漫画や雑

誌を除く）」の質問に対して、１日３０分以上と答える児童生徒の割合 

目標設定の 
考え方 

家や図書館で読書に親しむ児童生徒を増やす。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 34.1％ 36.5％ 38.5％ 

 
 
 

「富山市こども読書活動

推進計画（第五次）」を

策定 

令和 11 年度の「富山市子ども読書活

動推進計画（第六次）」策定に向け、

具体的に活動する 
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４ 基本的な方向４ 市民による生涯を通じた教育の充実と文化遺産等の

保全・活用 

 
【基本的な方向の目標】（目指すべき成果） 
 
 
 
 
 
 
（１）高等教育及び生涯学習活動の充実 

 
【現状と課題】 
 
高等教育の充実 

富山外国語専門学校は、全国で唯一の公立の外国語専門学校として、実用性のあ

る語学を習得させるとともに、異文化への理解を深め、広い視野を持った国際人と

して、産業・文化の振興発展に貢献する有能な人材を育成するために必要な専門教

育を行っています。 
平成３年に開校した富山ガラス造形研究所では、全国で唯一の公立のガラスアー

ト専門教育機関として、これまでに優れたガラス作家を多く輩出し、国内外で高い

評価を得ています。しかしながら、少子化の影響もあり、全国の美術系教育機関と

同様に、受験者数の減少が著しい状況にあることから、選ばれる教育機関となるた

め、カリキュラムの一層の充実を図っていく必要があります。 
 
生涯学習活動の充実 

人々のライフスタイルや価値観の多様化により、地域活動が低迷し、連帯意識が

低下しています。人と人との絆を大切にした心豊かな地域社会の形成を図っていく

ためにも、地域の特色を活かした公民館活動やふるさとづくり活動を充実させるこ

とが必要です。 
人生１００年時代を見据え、すべての人が何歳になっても学び直しができる環境

づくりが必要となっています。また、国が平成３０年６月に策定した「人づくり革

命基本構想」においてリカレント教育が拡充されたことにより、さらにリカレント

教育を充実させていくことが求められています。 
富山市民大学は、多彩なコースを多数開講して市民に学習機会を提供しています。

開講以来 45 年にわたり市民の生涯学習を支援していますが、定員超過するコース

がある一方、定員に満たないコースもあり、コース再編の工夫が必要です。 
 
 
 
 

刻々と変化する社会に対応していくために、必要な知識やスキルを、市民が生涯

を通じて、身に付けていけること 
市民全体が、ふるさとの自然、歴史、文化等について学び、豊かな情操が養われ

ていること 
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【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 

〇富山外国語専門学校の充実 
富山外国語専門学校は、公立の外国語専門学校として、昭和６０年の開校以来、

本校が有する人材と施設を有効活用し、一般市民の生涯学習の場として、外国語を

学びたい人がその種類やそれぞれの程度に応じて講座を選んで学習できる環境の

充実に努めます。 
・英語、中国語、ハングル、フランス語について、それぞれの程度に応じた講座を

実施します。 
・「小学校教員英語研修」に外国語専門学校の教員を指導者として派遣します。この

研修会では、発音に焦点を当てた集中訓練を実施します。 
（実践的な英語教育） 

 
〇富山ガラス造形研究所の充実 
富山ガラス造形研究所では、ガラスアートに関する専門的知識及び技術の学習に

より、ガラス造形制作者（作家）として、有能な人材を育成します。開校以来、ア

ートの分野で高度な知識と技術を有する外国人ガラス作家を教員として招聘し、学

生の指導を行っているほか、多様化するガラス造形や芸術・文化の潮流に対応でき

るガラス教育を提供できるよう努めます。 
・広く学生の見聞を深めるため、現代アート、建築、彫刻、デザイン、陶芸等のガ

ラス以外にも様々な分野で活躍されている方を講師に招き、特別講義を行います。 
・ 広い視野とグローバルな考え方を身に付けるため、国内外で活躍する著名作家

を招き、春と秋にワークショップを開催するほか、提携大学との交換留学制度等

を活用し、海外でもガラスを学ぶことができる機会を提供します。 
・ 「ガラスの街 とやま」を広くアピールするため、また、ガラス芸術文化の 
振興や学生・地域住民との交流、人材育成等を図るため、アーティスト・イン・

レジデンス事業（※）を行います。 

※アーティスト・イン・レジデンス事業 … 公募で優秀なガラス作家を選定し、約 6 週間、

富山に滞在し制作活動を行う。 

（ガラス造形作家の育成） 
 

〇ふるさとづくり活動の推進 
  地域の公民館活動やふるさとづくり活動を推進していくとともに、地域住民の幅

広い年齢層の方が参加できる事業を実施するため、事例研究等を行い、内容の充実

に努めます。 
・市ふるさとづくり推進連絡協議会、地区ふるさとづくり推進協議会を通じて、公

民館ふるさと講座などを実施します。 
（公民館活動の充実（ふるさとづくり推進事業）） 
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〇生涯学習普及啓発 
大学や地域等と連携しながら、生涯を通じた教育の充実を図り、市民の学び直し

を促進します。 
・５５歳以上の市民に対し、県内大学が実施する社会人向け講座を受講し、修了し

た際の支援を実施します。 
（壮年期自己啓発助成事業） 

 
〇市民大学の充実 
 市民大学では、市民の生涯学習意欲向上を図るため、より市民ニーズに応えた、

富山市ならではの魅力的なコースを開講し、併せて生涯学習の魅力発信に努めます。 
・受講者アンケート等により市民ニーズを把握するとともに、充足率（市民大学開

講コースの定員に対する受講者数の割合）を参考に内容や講師を検討し、市の政

策に即し、市民ニーズに合った魅力あるコースの開講に努めます。 
・また、機会を捉えて市民大学及び生涯学習の魅力発信に努め、市民の学習意欲向

上を図ります。 
（市民大学開設事業） 

 
 
【参考指標（数値目標）】 
 
生涯学習 
普及啓発 

指標の名称 壮年期キャリアアップ補助事業対象件数 
指標の説明 55 歳以上の市民が受講し修了した、県内大学が実施する社会人向け講座の

延べ数（受講者一名につき、前期・後期各１講座まで補助） 

目標設定の 
考え方 

R10 にはコロナ禍以前の数値に戻し、以降は毎年度 3 件増加することを目

指す（3 件は、基準数値の 5％） 

※参考数値…66件（H30 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 16 件 66 件 80 件 

 
市民大学

の充実 
指標の名称 市民大学開講コースにおける充足率 
指標の説明 市民大学開講コースの定員に対する受講者数の割合 

目標設定の 
考え方 

毎年、令和 5 年度の基準数値を上回り、令和 10 年度末までに 93％を目指

す。 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R5） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)の姿 

数値 90% 93% 93% 
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（２）生涯学習活動拠点の充実 

 
【現状と課題】 
 
公民館の充実 

公民館は地域住民にとって最も身近な学習拠点というだけでなく、地域住民の

交流の場として重要な役割を果たしています。公民館は、市内で 84 館（分館含

む）設置されており、本市は全国的に見ても非常に充実しています。 
しかし、一部の公民館においては老朽化が著しい館があることから、順次改築

を進めていく必要があり、市立公民館の維持管理や計画的な整備が課題となって

います。 
 

○公民館利用者数の推移 

 
資料：市生涯学習課調べ 

 
※ R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入館者数が大きく減少している。 

その後は、感染防止対策のための市民の外出自粛が緩和されていったことから、徐々に回復傾向にある。 

 
図書館の充実 

 図書館は、生涯学習・読書の拠点として多くの資料を所蔵し、広く市民の皆様に

提供しています。今後も多様化する市民ニーズに対応するため、更なる蔵書の充実

や、質の高い情報サービスの提供に加え、企画展示や行事等を実施し、本の貸出し

だけでなく、滞在型の環境整備が求められています。 
 
人文系博物館の展示・普及活動の充実 

郷土博物館をはじめとする人文系博物館は、魅力ある展示により、本市の歴史・

民俗・美術の学習機会の提供が求められていますが、より質の高いものとするため、

博物館の連携や市民との協働が必要とされています。 
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人

-60-



 各施設の課題として、郷土博物館については、城址公園の整備とともに、展示リ

ニューアルの検討、インバウンド観光客向けの多言語対応など、郷土博物館の機能

強化とより一層の魅力向上が必要です。民俗民芸村については、施設の老朽化が著

しい館があることから、修繕や長寿命化を適時進めていく必要があります。 
 
科学博物館の展示・普及活動の充実 

 科学博物館は、自然と科学について学ぶとともに、自然と共にある人の姿を考え

ていく場となっています。市民、とりわけ子どもたちの自然や科学への理解と関心

を高めるため、老朽化が進行している常設展示を最新の科学的知見や自然環境の変

化に対応したものへと更新する必要があるとともに、魅力的な特別展や企画展の開

催が求められています。また、天体観察機能の再構築のあり方についても課題とな

っています。 
 
 ○博物館入館者数の推移 

  
資料：市生涯学習課調べ 

 

※1 第２期富山市教育振興基本計画における入館者数には八尾おわら資料館の入館者数が含まれていたが、本

資料館は令和元年度に観光政策課に移管された。そのため、本グラフに八尾おわら資料館の入館者数は含まれ

ていない。また、科学博物館の天文台は平成 30 年度まで開館していたが、本グラフの平成 30 年度の数値に

天文台の入館者数は含まれていない。 

※2 本グラフの対象施設は次の施設である。 

科学博物館・民俗民芸村・郷土博物館・佐藤記念美術館・浮田家住宅・旧森家住宅・旧馬場家住宅（令和 3 年

1 月 16 日より一般公開）・北代縄文広場・婦中安田城跡歴史の広場・大山歴史民俗資料館・八尾化石資料館・

猪谷関所館 

※3  R2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入館者数が大きく減少している。 

その後は、感染防止対策のための市民の外出自粛が緩和されていったことから、徐々に回復傾向にある。 
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ガラス美術館の展示・普及活動の充実 

富山市西町南地区第一種市街地再開発ビル「ＴＯＹＡＭＡキラリ」内に、「ガラス

の街とやま」を目指したまちづくりの集大成として、平成２７年８月に富山市ガラ

ス美術館が開館しました。 
令和７年に１０周年を迎えるにあたり、「ガラスの街とやま」の認知度をより一

層高めるための展示を実施していく必要があります。 
 

 ○TOYAMA キラリ公益施設入館者数の推移 

 

            資料：市図書館・ガラス美術館調べ 

 

※ R1～R3 年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、入館者数が大きく減少している。 

その後は、感染防止対策のための市民の外出自粛が緩和されていったことから、徐々に回復傾向にある。 

 

【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 
〇公民館の充実 
 地域住民にとって最も身近な学びや文化活動及び交流の場である市立公民館を、

安全・快適に利用してもらうため、老朽施設の改築を進め、生涯学習拠点の整備・

充実を図ります。 
・施設の老朽化度合、地域ニーズ、 利用実態を踏まえながら、計画的に整備します。 

（公民館建設事業） 
 

〇図書館の充実 
 図書館は、計画的な図書の購入、除籍により図書館全体で魅力ある蔵書構成に努

めるとともに、本館では、「知を深める図書館」をキーワードとして読書推進など 

教育事業に取り組み、利用者数の増加に努めます。 
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・ 利用者ニーズを踏まえた計画的な図書の購入、除籍により、各館の役割分担を考

慮したバランスの良い図書の配置に努めます。 
・地域の問題解決支援や、市民生活、仕事上の問題解決などに必要な資料及び情報

提供を行います。 
・本館では、図書館ならではの交流行事や、講演会、セミナー、併設するガラス美

術館と連携した展示やイベントを実施し、利用者数の増加に努めます。 
（図書館事業の充実） 

〇人文系博物館の展示・普及活動の充実 
・孫とおでかけ支援事業やキャッシュレス決済事業を実施し、来館者数の増加及び

利便性向上に努めます。 
（博物館等利用促進事業） 

 
郷土博物館では、文化や教養の向上を図るとともに、街づくり・地域づくりなど

に対応するための知識を提供します。 
・ 特別展や企画展等を充実します。 
・ バスツアー、歴史探訪ツアー、美術講座、講演会等を実施します。 
・ 来館者数の増加及び利便性向上に向け、孫とおでかけ支援事業や電子マネー等 
の利用のより一層のＰＲに努めます。 

・ 学校と連携した出前授業などを推進します。 
・ 中心市街地にある施設としての、人文系博物館の機能等の強化を検討します。 

（展示普及事業（郷土博物館）） 
 
民俗民芸村では、特別展や企画展、普及活動の開催等を通じて、富山の歴史・民

俗・美術に対する市民の理解や関心を高め、文化や教養の向上を図ります。 
・特別展や企画展、および関連する講演会等のほか、陶芸教室、染物教室、呉羽山

歴史探訪ツアー等を実施します。 
・小学校との連携を深め、実物資料の観覧や体験をとおして「市の様子と人々のく

らしのうつりかわり」や「くすりのまち とやま」の学習効果を高めます。 
（展示開催事業、普及活動事業（民俗民芸村）） 

〇科学博物館の展示・普及活動の充実 
自然科学に関する総合博物館として、郷土の自然の特性を解明し、自然科学の普

及、理解向上に寄与することを目指します。市民の知的好奇心や探究心を刺激する

とともに、学習の支援、市民生活の向上を図ります。 
・令和５年度に策定する展示更新計画に基づき、常設展示の更新と天体観察機能の

再構築を推進します。 
・特別展や企画展の充実を図るとともに、サイエンスコミュニケーションを深める

実験教室などの普及教育行事を実施します。 
・博学連携による、プラネタリウムでの学習投影やリモート授業などを継続して実

施します。 
（特別展・企画展の充実／展示の更新・施設の整備） 
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〇ガラス美術館の展示・普及活動の充実 
富山市ガラス美術館は、「ガラスの街とやま」の中核施設として、ガラス芸術がも

つ魅力と可能性を国内外に発信します。また、中心市街地に位置することから、文

化芸術の拠点としてだけでなく、まちなかの魅力創出の役割も担っていきます。 
・現代ガラス美術が持つ多様な側面に焦点を合わせた幅広い内容の作品に出会い、

対話する機会を、市民をはじめより多くの方々に提供するため、ガラス美術作品

の企画展・常設展の充実を図ります。 
（企画展の充実） 

 
【参考指標（数値目標）】 
 
人文系博物館及

び科学博物館の

展示・普及活動

の充実 

指標の名称 博物館の入館者数 

指標の説明 博物館の入館者数 

目標設定の 
考え方 

第２次富山市総合計画後期基本計画に基づき、毎年１％程度

の増加を目指す。 

※参考数値…350,028 人（H30 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)

の姿 

数値 329,437 人 349,000 人 367,000 人 

 
図書館の充実、

ガラス美術館

の展示・普及活

動の充実 

指標の名称 TOYAMA キラリ公益施設の利用者数 
指標の説明 TOYAMA キラリ公益施設（図書館・ガラス美術館）の利用者数 

目標設定の 
考え方 

第２期富山市教育振興基本計画で掲げた数値目標が、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により未達成となったことから、

引き続き目標とし、毎年 2.5％程度の増加を目指す。 

※参考数値…804,150 人（R1 年度） 

目標数値及び 
今後の目標 

基準数値 
（R4） 

5 年後(R10 年度)の姿

（目標数値） 
10 年後(R15 年度)

の姿 

数値 654,422 人 750,000 人 850,000 人 

 

-64-



（３）文化遺産等の保全・活用 

 
【現状と課題】 
 
文化遺産等の保存活用 

市内には多様な文化財があり、それらを総合的に把握し、次世代へ継承していく

ことが求められており、浮田家住宅などの国指定重要文化財建造物については、経

年劣化に対応するため、計画的に保存・修理を行う必要があります。また、岩瀬地

区では、旧森家住宅や旧馬場家住宅をはじめとする北前船廻船問屋建造物の、一体

的な活用・整備を図っていく必要があります。 
安田城跡歴史の広場においては、史跡安田城跡を適切に保存管理し、地域の歴史

的文化遺産として活用を図る必要があります。しかし、堀をはじめとした施設は著

しく老朽化しています。また堀底に泥が堆積するなど、歴史的景観の維持が難しく、

史跡の保存への影響が懸念されます。 
 
【取組みの基本的方向と主な取組み】 
 
〇文化遺産等の保存活用 
国指定重要文化財等歴史的建造物の保存・活用を図ります。文化財の保存活用に

ついては、総合的な計画を策定し、地域の歴史文化に対する市民の理解や関心を高

め、文化財の次世代への継承につなげるとともに、文化財を活かしたまちづくり・

地域活性化を図ります。 
・浮田家住宅などの指定文化財建造物の保存・修理を行います。 
・岩瀬地区廻船問屋建造物の活用・整備を図ります。 
・富山市文化財保存活用地域計画を策定します。 
 ＜年次計画＞ 

文化遺産等

の保存活用 
R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 

     

（文化遺産等保存活用推進事業） 
 
〇文化財調査の実施 
市内に残されている文化財の現状の把握に努め、本市の歴史を語る基本資料とす

ることで、郷土の歴史の継承を図ります。 
・市内の文化財の調査を実施し、現状把握に努めます。 

（市内の文化財調査の実施） 
 
 

指定文化財建造物保存・修理、岩瀬地区廻船問屋建造物活用・整備 

富山市文化財保存活用地域計画策定事業 
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〇史跡整備の実施 
 史跡安田城跡の価値や魅力を未来へ継承し、施設の長寿命化を目的とした再整

備事業を行います。また来場者にとっては学習の場であるとともに憩いの場とな

るよう、地域の活性化に寄与する史跡公園としての活用を図ります。 
・堀の浚渫（※）、護岸改修や水生植物の植栽、安田城跡資料館の設備等の改修を

行います。 

※浚渫（しゅんせつ）… 水底をさらって土砂などを取り除くこと。 

（安田城跡歴史の広場再整備事業） 
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笹田　茂樹 富山大学教育学部教授
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中村　真由美 富山大学経済学部教授
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計８名

　計画の策定に当たっては、外部の有識者等で構成する懇話会を計２回開催
し、総合的かつ専門的な見地から意見をいただき、策定する際の参考にいた
しました。

富山市教育振興基本計画懇話会　委員名簿
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第３期富山市教育振興基本計画策定の経過

時期 内　容 時期 内　容

令和5年

6月16日 第４期教育振興基本計画

閣議決定

令和5年

7月18日 第１回富山市教育振興基本計画懇話会

・計画の構成（案）の説明

11月2日 第２回富山市教育振興基本計画懇話会

・計画（案）の説明

12月28日 パブリック・コメント

　　　　↓

令和6年

1月15日 パブリック・コメント締切

2月19日 定例教育委員会で議決

3月　　　 ３月市議会定例会常任委員会で報告

国の動き

（第４期教育振興基本計画）
第３期富山市教育振興基本計画
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